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   △開  会 

○委員長（佃 昌樹）ただいまから、企画経済

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程によって審査を進めたいと思いますが、御

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで、傍聴の申し出についてですが、現在の

ところ傍聴の申し出はございません。会議の途中

で傍聴の申し出がある場合には、委員長において

随時許可をいたします。 

────────────── 

△農業委員会事務局の審査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、農業委員会事

務局の審査に入ります。 

 所管事務調査を行います。 

 当局から、所管事務について報告をお願いいた

します。 

○農業委員会事務局長（矢野信之）おはよう

ございます。農業委員会のほうから、所管事務に

ついて報告いたします。 

 企画経済委員会資料として提出しておりますの

で、準備のほう、よろしいですか。 

 まず、最初に、農業委員会の主な活動というこ

とで、９月から１１月までにつきまして、現地調

査を行ったこと、検討委員会、運営委員会、農業

委員会、総会をそれぞれ記載させていただきまし

た。 

 第２項にいきまして、農地法に基づく許認可事

務につきまして、まず９月総会のところでござい

ますが、農地法３条、すなわち農地を農地として

所有権移転をしたり、売買等を行ったりしたもの

でございますが、これら合計で１３件の件数で、

筆的には１７筆、面積で１万２，０１７平方メー

トルの異動がございました。 

 第４条のほうは、農地所有者が農地以外のもの

に利用する場合、例えば、住宅を建てたり、太陽

光を使ったりというものでございます。 

 ５条のほうは、これは農地を持っている者から

他の者へ所有権等を移転する場合等でございます

が、それぞれ件数がございました。 

 １８条の申請に関することと申しますのは、こ

れは契約したものを解約しようとする案件でござ

います。それぞれ、件数とは申しませんが、９月

総会におきましては、５０筆につきまして、２万

６，５２１平米の異動がございました。 

 １０月につきましても同様に、異動等があり、

３４件で５９筆、３万９，３５７平方メートルの

異動があり、１１月につきましては、５５筆、

４万６，８４６．２４平方メートルの異動があり

ました。 

 裏側のほうに、９月から１１月までの総計、そ

して、一番下のほうに、４月から１１月までのそ

れぞれの合計件数等を示してたところであります。 

 ここで特徴的なことを申しますと、３条のとこ

ろの、面積を筆数で割ってみますと、本市におけ

るおおむねの田の面積――異動等の行われている部

分が約８００平米の面積、が異動しているという

形になります。 

 なかなか本市におきましては、田の面積等が大

きな面積じゃないということがうかがえるもので

ございます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）ただいま、農業委員会の

ほうから説明がございました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の発言を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で農業委員会を終わります。 

 御苦労さんでした。 

────────────── 

△農政課の審査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、次に農林水産

部農政課の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（佃 昌樹）まず、議案第１６９号平

成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

します。 

 当局の補足説明を求めます。 

○農政課長（上戸健次）それでは、第１６９号

平成２５年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち、

農政課に係る第３回補正予算について御説明いた

します。 
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 歳出予算のほうから御説明いたしますので、予

算に関する調書の４１ページをお開きください。 

 ６ 款 １ 項 ２ 目 農 業 総 務 費 で 、 ４ ４ ４ 万

７，０００円の人件費の減額を計上しております

が、これは職員の異動に伴う給与等の調整であり

ます。 

 次の３目農業振興費では、９万３，０００円の

増額補正をお願いしておりますが、これは、中山

間地域等直接支払交付金で、４集落協定におきま

して取り組み面積が５,３８４平米増加したもので

あります。 

 続きまして、歳入予算の説明をいたしますので、

予算書の２１ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金の１節農業

費補助金６万９，０００円は、先ほど説明いたし

ました中山間地域等直接支払交付金に伴い、補助

金として収入されるものであります。 

 以上で、農政課に係る第３回補正予算について

説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）農政課分の補正予算の説

明がございました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで本案を一時中止をいたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、農政課の所管

事務調査を行います。 

 当局から、所管事務について、報告をお願いい

たします。 

○農政課長（上戸健次）それでは、農政課に係

る所管事務調査について、御報告申し上げます。 

 企画経済委員会資料の１ページをお開きくださ

い。 

 鳥獣被害についての御報告を申し上げます。 

 そこにありますように、被害面積、被害金額に

つきましては、実態調査の調査結果に基づくもの

であります。 

 調査の対象者といたしましては、市内在住者で、

水田経営面積が１万平米以上で、水稲作付面積が

１，０００平米であることを条件に実施したもの

でありまして、６１５戸が対象となり、実態調査

をお願いしたものであります。 

 ２２年度から２４年度まで記載してありますけ

れども、２４年度のほうで御説明をさせていただ

きます。 

 イノシシで被害面積３４８ヘクタール、被害金

額で３，６１０万３，０００円、ニホンジカで被

害面積２５０ヘクタール、被害金額２，６０５万

２，０００円、その他獣類と、スズメ等鳥類を合

わせますと、被害面積で、総計で７７０ヘクター

ル、被害金額で９，０１６万８，０００円となっ

ております。 

 以上のような被害金額をしてありますけれども、

市といたしまして、被害防止対策といたしまして、

次の２にありますように、市の単独事業として、

（１）の鳥獣被害防止施設導入事業、（２）の

ゴールド集落鳥獣被害防止施設設置事業の補助を

実施しているところであります。 

 （１）におきましては、平成２５年度で２５件、

（２）では、３６件の申請件数があったところで

あります。 

 次に、２ページをお開きください。 

 ３の国庫事業の鳥獣被害対策実践事業におきま

しては、２４年度でワイヤーメッシュ柵の

５ ， ５ ６ ６ メ ー ト ル 、 ２ ５ 年 度 で １ 万

９，８７５メートルの防護柵を設置し、被害対策

を講じているところであります。 

 ２４年度につきましては、県費、市費、ついて

おりますけれども、２５年度におきましては、県

費の補助、それから市費はついておりません。こ

れは県費の補助分、２５年度におきましては、つ

かなかったということで、一応、地元施工という

ことで、２，３４４万２，０００円の資材費のみ

の補助となっております。 

 それから、４番目につきましては、捕獲実績を

記載してありますけれども、大きなものでありま

すと、イノシシで、２５年度９月末現在ですが、

１，１５４頭、それとニホンジカで１，３５１頭

となっておりますけれども、もう既に、前年度の

実績を上回っているような状況であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し

上げます。 

○委員長（佃 昌樹）農政課の説明が終わりま
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した。  とにかく捕獲するのが、鳥獣被害の一つの大き

な方法でございますので、軽量の箱わなによる捕

獲方法も推進していきたいと考えております。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（宮里兼実）どこもこの鳥獣被害で、み

んな頭を痛めておられるわけです。私の友達も、

それこそ毎日のようにイノシシ狩りをしておるん

ですけれども、今、全てのものがそうですが、後

継者というか、若い人がいないんですよね。です

から、私のところも、山の中は山の中なんですけ

れども、それこそ自宅のそばまでイノシシが来る

というようなことで、友達に、わなのかごを誰か

持っとうやつはおらんかと。それで借りてくれん

かと言うたけど、結局、あのかごも、天井がない

かごと、あるかごと。天井があるかごは、許可が

要るみたいですよね。ないのは、要らないと。 

 以上です。 

○委員（宮里兼実）今、わなの免許を持ってい

る人は、わずか１１１名ということですけれども、

この薩摩川内市の範囲の中で、１１１名ぐらいの

人が、それこそわなを設置して回っても、それこ

そいたちごっこ。とってもとっても、とる数より

か、ふえる数が多いと思うんですよね。 

 ですから、何とか――コミュニティに配付をする

か、自治会に配布をして、貸し出しをするような

何とか、の方法。 

 また、年寄りでは、移動、運搬ができないと思

いますから、そこはそれなりに、誰かにちょっと

手伝ってもらって、というようなふうにしていか

ないと。もうそれこそ庭先まで来て、ないも、と

いやならんと。野生も、シカも出てくる、イノシ

シも出てくる、おまけにタヌキやらイタチやら来

て、それこそ飼っている鶏まで持っていかれると

いうようなことですから。 

 だから、補助もでしょうけれども、そういうか

ごを、許可の要らない、屋根のないかごでも、何

とか市でつくって、そういうのを貸し出すと。結

構、入るみたいですよ、かごの中に。 

 だから、そういう考えはないのか。そういうの

を聞かれたことはあるかないか。 

○農林水産部長（高橋三丸）わなの鳥獣対策、

捕獲のためのわななんですけれども、所管が林務

水産課のほうになりますので、私のほうから若干

答弁させてもらいます。 

 山間部に行けば行くほど、そういうような意見、

「いけんかしやらんとけ」と。「してくいやっご

と、言うてくんやんせよ」と。 

 「この前なんか、サルも出てきた」と。私は陽

成ですから、陽成にもサルも出てきたというから、

これから先は何が出てくるか知れんとですよね。 

 わなは、確かに免許が要りまして、現在、本市

でわなの免許をお持ちの方が１１１名いらっしゃ

います。  ですから、もうちょっと、そういったことで、

何とか貸し出しでもするように。  今、銃器によります捕獲と、わなによる捕獲が

あるんですけれども、現在あります、この箱わな

――市のほうでお借りしまして、貸し出しもしてい

るんですけれども、非常に重量が重い。運搬と設

置が非常に難しいといいますか、そういう不便さ、

デメリットがございまして。軽量の箱わなを来年

度で確保、購入いたしまして、被害の申し出があ

りましたところに、免許をお持ちである市内の方、

猟友会の方に設置してもらっては、という考えを、

現在、持っております。 

 それで、そういうのをつくるに当たっては、行

政からすれば、確保する、製作する業者も、安く

でつくるように。「役所の仕事やっで、ある程度、

予算、見積もりを高くしていけばよかっじゃが」

という人がおりますから。ですから、丈夫なのを

安くでつくって、何とか行政のほうで貸し出しを

する。 

 かごに入りさえすれば、鉄砲を持った人が行っ

て、とんってやってくれるわけですから。捕まえ

るのに、捕獲するのに、人手が足りないというよ

うなことですから、できましたら、そういう検討

をしてみてください。 

 それと、先月２１日に鳥獣被害防止推進協議会

の主催で協議が行われた際に、現在、捕獲してい

るわな――網の設置が非常にしやすくて、シカやイ

ノシシを捕獲しやすいわな、のサンプルも説明し

ていただきました。そのサンプル、今、お借りし

ておりますので、それも設置をして、様子を見よ

うとしております。 

 終わります。 

○委員長（佃 昌樹）たっての要望であります。 

 ほかにございませんか。 

○委員（川畑善照）これは、全国的な問題だと
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思うんですが、私もテレビを見たことありますけ

れども。抜本的に付加価値を高くするような方法、

それの全国例を調べて、先ほど宮里委員からもあ

りましたけれども、とってもとっても繁殖率が高

いということですので、できるだけ付加価値を上

げて、加工し、販売する。そういうところまで。

私がいつも持論で言うんですけれども、縦割行政

の中で語らずに、もうちょっと幅広く、ものを語

ってほしいなと。それで、全国的な例を取り入れ

てほしいということを感じておりますが、いかが

でしょうか。 

○農林水産部長（高橋三丸）前回の委員会にも

御報告させていただきましたけれども、阿久根市

で猟友会の方が、そういう施設を作られまして、

１日２頭の処理が可能ということをお聞きしてお

ります。 

 そして、先週、猟友組合の役員の皆様との情報

交換会を申し出いただきまして、そこで意見交換

する中で、イノシシ、シカという捕獲したあとの

肉、ジビエとか提供できないかという話をしたら、

「我々はとる」と。「そういうところがあったら、

幾らでも提供したい」と。 

 シカの肉にしても、「高たんぱく質の低カロ

リー、鉄分が含まれている。「非常に食材として

もいいんだ」と。それで、「肉としてきれいにす

るから、それを、つくってくれる方がいらっしゃ

れば提供したい」ということでしたので、そうい

う食品を改良する方に、森永議員もいらっしゃい

ますけれども、ぜひそういうシカ肉の、何か料理

ができるかできないのか、今後、御相談させてい

ただいて、もししてみようかとなれば、猟友会の

皆様から、捕獲した肉を提供いただいて、一つの、

それが特産になれば一番ありがたいんですけれど

も、そういうことも今後、計画していきたいと思

っておりますので、その節はよろしくお願いいた

します。 

○委員（川畑善照）今、お聞きして、少しは進

むのかなという気がするんですけれども、やはり

処理をして加工するのには、一自治体じゃなくて、

隣接自治体とも話し合って、そして、我々、企画

経済委員会で、農産物の加工場に行きましたけれ

ども、そういうのをばもって、加工してもらって、

また地元に持ち帰るというやり方で、加工場を隣

接とかと話し合って、１カ所に絞るなり、２カ所

でもいいんですが。そこで地元のものは、また地

元に、加工したものは戻していただいて、特産品

としていく。そういうやり方も、今後、検討しな

ければ、解決する問題じゃないと、私はそう思い

ます。 

 以上、意見を申し上げました。 

○委員長（佃 昌樹）意見でございます。 

○委員（帯田裕達）今、先ほど部長が、シンポ

ジウムがありましたよね。鳥獣被害の。あれで事

例発表、成功事例発表で、要するに防護柵を使わ

ないでも、被害は食いとめられたというような広

報が流れましたよね。 

 要するに、鳥獣は人間を一番怖がっているんだ

ということで、僕もあれを聞いてて、もちろん捕

獲も大事なんですけれども、そういうのも地域ご

とに、コミュニティあたり、自治会あたりで、こ

っちから出て行って、そういうのもあったという

ことで、報告したほうがいいんじゃないかと思う。

そういうことを啓蒙して。 

あれは本当にお金が要らないわけですよね。そ

れを地域の活性化につなげて、みんなで、地域住

民でそういうことを、鳥獣の被害に取り組んだと

いう、成功例だと思うんですよね。 

 そういうのは、やはり自治会あたり、地域、狩

猟なさる方も含めて、それを啓蒙して、広めてい

っていただきたいと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○農林水産部長（高橋三丸）山口県山口市の方

からだったんですけれども、向こうはサルの被害

が特にひどいということで、「サルが集団で来る。

それの防護として、人とサルとの戦いだ」と。 

 その中で寄せつけない、今、帯田委員おっしゃ

ったとおり、「動物はまず人を怖がる。その怖が

っている段階で追い払ったら、安全だ」と。来な

いと。 

 来てしまったものを出て行けというても、もう

そこで、学習能力で、そこのおいしいものはえさ

だと思い込んでますから、そこに住みついてしま

う。 

 それとあとイノシシ、あとシカ、特に夜行性の

ために、なかなか、もうそこにいるものですから、

追っ払うことができない。そういう現状が、本市

においても、この被害においては、そこまで来て

いるものですから、当初来て、畑の残渣、残った

もの、あるいは木の実もそのままおいとく。それ

を食べた、「あっ、これはうまかね」ということ
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で、それが主食という形で、イノシシ、シカ等が

もう慣れてしまって、そこに。あと耕作放棄地を

住みかにし、夜になったらそこに行っておいしい

ものを食べて、そのために、イノシシは数匹おり

ますけれども、シカは１頭なんです。 

 ただし、それの生存率が非常に高くなって、そ

れと早く産むようになって、どんどん個体がふえ

ているという、物すごい悪循環といいますか、そ

ういうのがあります。 

 そこで、帯田委員がおっしゃっている一つのシ

ンポジウムでの事例発表等も参考に、農業者の方、

地域にも周知を図りながら、お互いで守っていき

ましょうという形をとっていかないと、これは今

の 資 料 で あ り ま す と お り 、 こ れ だ け 、

１，０００頭以上の捕獲をしましても、年々、被

害額、被害面積がふえてきていますので、何とか

食いとめる方法、行政もですけれども、生産農家

の皆さん、あるいは地区の皆さん、それと猟友会

の皆さん、全体となって、そういう捕獲もですけ

れども、昼間、また別のほうに来るかもしれませ

んけれども、そういう守れるような対策としたい

と思っております。 

○委員（帯田裕達）１点だけですけれども、捕

獲頭数がありますよね、ここに。これ、例えば、

わなで何頭とか、銃でどれほどとかというのはわ

かりますか。 

○農林水産部長（高橋三丸）２５年度、銃器で

８４０頭、わなで２，６１４頭、捕獲していただ

いております。わなのほうが多うございます。 

○委員（帯田裕達）わかりました。 

○委員（谷津由尚）２点質問します。 

 今の帯田委員にちょっと関連があるかもしれま

せん。 

 １点目は、実は、今、議会で地区コミさんとの

意見交換会をしているんですが、その中で、入来

町の朝陽地区コミュニティの会長さんからいただ

いた御意見なんですが、山が荒れてなければ、有

害鳥獣は出てこないんだということを、実はおっ

しゃったわけです。 

 ですから、山の手入れはきちんとやっておけば、

大丈夫なんだということをおっしゃったんですが、

この件について、どのようにお考えかというのが

一つ目です。 

 二つ目が、この２ページの有害鳥獣の捕獲実績

が飛躍的に、ことしはふえてます。このままいけ

ば、約倍近くになるんではないかと思うんですが、

実は、国の助成が含まれていると思うんです。本

年。その効果なのかどうかというところで、ちょ

っとお伺いします。 

○農林水産部長（高橋三丸）私もいろいろと、

新聞等読ませてもらっているんですけれども、一

番の問題には、里山、昔ありました、昔の燃料は

炭、木材の利用で賄ってたわけですけれども、御

承知のように荒れといいますか――間伐もままなら

ず、そのままという山があり、そこで先ほど申し

上げました、生息した動物が食料を求めて、住み

心地がいい場所が里まできたという、そこのねぐ

らとして、そこで食事したものが物すごいおいし

い食材であったということで、民家に住みついて

という、まさしく一つの要因としましては、そう

いう山が荒れたといいますか、里山がなくなった

という要因も、大きな原因だとお伺いしておりま

す。 

 あと鳥獣保護といいまして、環境省のほうでは、

以前、シカはとっていいけど、雌は捕獲するなと

いう規制がございました。そういうのも、一つの

ふえた要因になっているんじゃないかということ

を、猟友会の方はおっしゃっておりました。それ

が事実かどうかについては、ちょっと検証しない

とわからない点があるかと思います。 

 あと２点目でございます。国の補助金を、県の

ほうからいただいております。上乗せ額で、シカ、

イノシシあたり１頭８,０００円の上乗せ額を、こ

れは鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金とい

う形で、いただいております。 

 これで、頭数がお示ししますとおり、２４年か

ら２５年の捕獲数がふえておりますけれども、こ

の狩猟期間が、現在、解禁になります１１月

１５日から３月１５日までは、禁猟区を解禁とさ

れまして、今は自由にとれる期間なんです。 

 そこについての捕獲については、この補助対象

といたしておりません。それ以外の、要するにと

ってはいけない期間の被害があったときに、捕獲

してくださいと、こちらからお願いしますので、

その捕獲されたものについて、補助金を支払って

いるという状況でございます。 

 あと、捕獲数が、猟友会の皆さん聞きますと、

やっぱりこの８，０００円は非常にありがたいと。

捕獲したときに、一つの収入となる形でありがた

いんですけれども、もともと狩猟が本業じゃない
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と。それぞれ仕事をお持ちで、あと、捕獲に当た

っては、個人でイノシシ等の捕獲は無理で、グ

ループを組まないといけないという――グループで

分かれた中で追い出す人、それを狙う人というこ

とで、ぷっつり分かれて、グループで捕獲してい

るという、形で、なかなか日数的にも、また捕獲

量も、８，０００円に上乗せしたために、

２，０００頭も３,０００頭というところまではい

かないということもお聞きしております。 

────────────── 

   △畜産課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、畜産課の審査に入

ります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（佃 昌樹）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。  以上です。 

○委員（谷津由尚）ということは、この国の補

助金は、少なくとも狩猟意欲を上げることにはつ

ながっているという認識でよろしいですか。 

 当局の補足説明を求めます。 

○畜産課長（中山信吾）おはようございます。

畜産課です。よろしくお願いいたします。 

○農林水産部長（高橋三丸）そのとおりでござ

います。 

 議案第１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会

計補正予算のうち、畜産課分の説明をさせていた

だきます。 ○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の発言を認めます。  まず、歳出についてでございます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  予算に関する説明書の、第３回補正の４２ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 ○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで、当局から発言を求められていますので、

これを許します。 

 ６款２項１目畜産総務費で、補正前の額３億

１，６２１万７，０００円に１，３９１万

３，０００円を増額して、補正後の額を３億

３，０１３万円とするものでございます。 

○六次産業対策監（小柳津賢一）口頭で恐縮で

すけれども、私のほうから御紹介と言いますか、

御報告を。  説明欄をごらんください。 

 ちょっと先の話になります。年明け、２月１日

土曜日でございますけれども、六次産業化の関係

で、基本的に市内の農林漁業者、また関係機関、

ＪＡ等の関係者、あるいは、場合によっては商工

会、商工会議所にも声をかけようと思っています

けれども、そういった方々を対象とした勉強会、

一応、名前としては、、六次産業化推進研修会と

いうふうに、今のところ考えておりますけれども、

２月１日の午後に、樋脇の保健センターで開催す

る予定にしております。 

 畜 産 振 興 育 成 事 業 費 で 、 １ ， ３ ９ １ 万

３，０００円を増額しております。 

 まず、本年度に開催されました各種畜産共進会

が終了いたしましたことから、その実績に伴いま

して、報償費及び食料費を減額しているところで

ございます。 

 また、畜産基盤再編総合整備事業北薩地区及び

第３川薩地区負担金の増額は、事業実施協議に伴

いまして、工種や構造、材質、機種などの変更や

追加事業が発生したことによるものが主な要因で

ございます。  まだ、詳細が全然決まってないので、１日の午

後、それから樋脇保健センターということぐらい

しか、今は申し上げられないんですが、また詳細

が固まり次第、皆様にも御案内を差し上げたいと

いうふうに思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 一方、草地林地一体的利用総合整備事業負担金

の減額は、当初予定いたしておりました事業参加

者が体調不良のために、当該事業参加を中止され

たことが主な要因となっております。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただ

きます。  以上です。 

○委員長（佃 昌樹）この件については、連絡

だけですので、これで終わりたいと思います。 

 同じく、予算に関する説明書の第３回補正の

２６ページをお開きいただきたいと思います。 

 以上で、農政課を終わります。  ２１款５項４目雑入のうち、畜産課分は最下行

の畜産基盤再編総合整備事業等負担金でございま 御苦労さまでした。 
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○畜産課長（中山信吾）それでは、畜産課のほ

うから、新聞等でも取り上げられております子牛

価格高騰に関連いたしまして、薩摩中央家畜市場

の子牛セリ市価格の状況等を中心に、畜産情勢に

ついて説明をさせていただきたいと思います。 

す。 

 これは、歳入で先ほど御説明いたしました畜産

基盤再編総合整備事業等に係ります事業参加者の

事業計画変更に伴う負担金の増額分でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 企画経済委員会資料（農林水産部）の３ページ

をお開きいただきたいと思います。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりましたので、

これより質疑に入ります。  ３ページには、薩摩中央家畜市場におけます子

牛セリ市価格について、お示しをいたしておりま

す。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点です。 

 畜産基盤再編総合整備事業を分けられるのはい

いんですけれども、分けた結果、事業目的とか、

運営の仕方に、ある意味、不協和音が出たり、そ

ういうのがないような対策というのは、何か手を

打っておられますか。 

 子牛価格につきましては、口蹄疫や東日本大震

災により、繁殖雌牛が減少したことに伴いまして、

慢性的な子牛不足が全国的に発生しておりまして、

価格の上昇傾向にあること、あわせて薩摩中央家

畜市場の子牛価格は、全国トップレベルを堅持し

ながら推移していることを、去る平成２５年６月

議会の当委員会におきまして、説明をさせていた

だいたところでございますが、その後の状況につ

いて、説明をさせていただきます。 

○畜産課長（中山信吾）当該事業におきまして

は、国と県と市とですね。市はあれですけれども、

国、県が主になって取り組んでおる事業でござい

ます。 

 この事業、畜産基盤再編総合整備事業について、

事業が二つに分かれている原因といたしましては、

国の採択要件として、一地区の総事業費がおおむ

ね１０億円を超えないという取り決めがあるよう

でございまして、事業参加者の総額が１０億円、

国が予定しておりました１０億円という枠を超え

たということから、同地区で、同様の事業はでき

るわけですけれども、地区名を変えたということ

で、二つの事業で、今、走っているということで

ございます。 

 ３ページには、薩摩中央家畜市場におけます売

却、本人を含む税抜きの子牛セリ市価格の推移を

お示ししております。 

 そのうち、表の中央より下の部分、太枠で囲っ

てございます部分が、本年４月から１１月までの

成績でございます。 

 表の右端、計の平均価格をごらんいただきたい

と思います。 

 本年に入りまして、４０万円後半で推移してお

りましたが、７月に５１万６，２６２円と５０万

円を上回って以降、これまで５０万円を上回る好

成績で推移しているところでございます。 

 ですから、今、委員のおっしゃられているよう

な、地区が変わることで、事業参加者に不利益が

生じるとか、そういうことは、今のところないと

いうふうに考えておりますし、今後もそういうこ

とはないというふうに考えております。 

 なお、表の左端に、年月欄が書いてございます

が、これに網かけがございます５月から９月、そ

れから１１月につきましては、この平均価格が全

国の市場で第１位となった月を示しているところ

でございます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の発言を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  また、今回の資料には間に合いませんでしたが、

１２月のセリ市が、今週の月、火、９日から

１０日にかけて開催されました。その結果につい

て、御報告させていただきます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査  まず、雌についてでございますが、頭数が

３２３頭で、平均価格５４万５，１３６円、去勢

が３５１頭で、５６万６，０６８円、計で

６７４頭、５５万６，０３７円ということで、

１１月の価格を、さらに１万９，０００円上回る

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

を行います。 

 当局から所管事務について、報告をお願いしま

す。 
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成績でございました。 

 このように、黒毛和牛の子牛価格は、全国的に

高騰がとまらない状況にありますが、その中でも

当薩摩中央家畜市場はトップレベルを維持してお

りまして、和牛生産農家の経営は安定していると

いうふうに理解しているところでございます。 

 一方、子牛を家畜市場で購入いたしまして、約

２０カ月かけて肉牛に仕上げます肥育経営におき

ましては、枝肉相場は平成２４年度と比較します

と上昇しておりまして、増収に転じてはいるもの

の、これまで説明しました子牛価格高や、配合飼

料の価格高騰などの影響が大きいため、依然とし

て厳しい経営状況にあるということでございます。 

 なお、豚肉、鶏肉、それから鶏卵の卸売価格に

つきましては、本年前半は前年度を下回る価格で

推移しておりましたが、夏以降につきましては、

前年を上回る価格で推移しておりまして、これら

農家につきましては、現状では一息ついている経

営状況にあるというふうに理解しているところで

ございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）生産と肥育のサイクルから

考えたときに、最長で、今の高騰価格というのは、

多分、あと４年ぐらい続くのかなと、簡単にそう

は思うんですけれども、その辺については、どの

ようにお考えですか。 

○畜産課長（中山信吾）新聞紙上等では、ここ

１、２年は続くんじゃなかろうかというふうに、

新聞報道等が、専門関係者の方々の考えとしては、

そういうのが出ております。 

 平成２２年に口蹄疫が宮崎県で発生いたしまし

た。これで、子牛の市場取引頭数の推移を見てみ

ますと、平成２１年が全国で３８万頭、取引され

たのが、平成２２年には３５万頭ということで、

約３万５，０００頭減っております。これを推計

しますと、大体、繁殖牛でいきますと、約４万

５，０００頭ぐらいが減少したんじゃないかとい

うふうに考えているところでございます。 

 一方、この繁殖牛を、子牛の段階から繁殖牛に

しまして、それが繁殖牛となって子牛を生んで、

育成をして、子牛市場に出るまでは、最短で約

２年ぐらいかかりますので、それから勘案します

と、平成２４年度が３６万１，０００頭出ており

ますが、今、３万５，０００頭、子牛出荷頭数が

２２年に減った中で、１万頭ぐらいが回復してお

ります。残り２万５，０００頭の回復が行われて

いないということでございますので、それにつき

ましては、本年度もかなり上昇すると思いますが、

元の状況に戻るには、最短でも、ここ１、２年、

場合によっては、委員がおっしゃるように３年、

４年という期間がかかるものというふうに推測し

ているところでございます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、畜産課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 ────────────── 

   △林務水産課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、林務水産課の審査

に入ります。 

 ────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（佃 昌樹）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○林務水産課長（堂込 修）林務水産課でござ

います。それでは、林務水産課に係る第３回補正

について、御説明いたします。 

 歳出の方から説明しますので、予算書の

４４ページをお開きください。 

 ６ 款 ４ 項 １ 目 林 業 総 務 費 で は 、 ４ ８ 万

８，０００円の増額補正をお願いしております。 

 これは、職員手当等の給与調整を行ったもので

ございます。 

 次 に 、 ６ 款 ４ 項 ２ 目 林 業 振 興 費 で は 、

１，９５８万９，０００円の増額補正をお願いし

ております。 

 概要については、平成２５年度第３回補正予算

概要の４ページから５ページに記載してございま

す。 

 予算書の説明欄をごらんください。 

 林業振興育成費７２５万円は、森林整備・林業

木材産業活性化推進事業補助金であります。 

 本市の林業事業体が森林作業を行うに当たり、
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生産性の向上、低コストな作業システム等の構築

を行うため、髙性能林業機械の導入に対し助成を

行うものでございます。 

 これも先ほど説明いたしました松くい虫駆除事

業の実施に伴い、県から補償金として収入される

ものでございます。 

 写真のほうで説明いたしますけれども。フェ

ラーバンチャーザウルスロボというような機械で、

本市で初めて導入するということで、主に木を切

って、抜本、あと掘削もできるというようなもの

で、集積等も当然できるわけですけれども、林内

の森林作業道あたりをつくるときに、非常に役に

立つというような機械でございます。 

 以上で、林務水産課に係る第３回補正予算につ

いての説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。  現在、市内では、高性能林業機械の導入、今、

２６台の、これは初めてなんですけれども、あと

フォワーだとか、プロセッサーとか、木を束切り

する機械とか、そういう機械などの導入が行われ

ているところでございます。 

 委員外議員の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止をいたします。 

──────────────  次 に 、 松 く い 虫 駆 除 費 で ご ざ い ま す 。

１，２３３万９，０００円の増額をお願いしてお

ります。これは、久見崎地区の松くい虫の被害が

拡大したため、被害木の伐倒駆除にかかる委託料

を補正するものでございます。 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調

査を行います。 

 当局から所管事務について、報告をお願いいた

します。  続きまして、予算書の４５ページをお開きくだ

さい。 ○林務水産課長（堂込 修）水産振興にかかわ

る放流事業の報告でございます。  ６款５項２目水産振興費では、２３６万

８，０００円の増額補正をお願いしております。  さきの９月議会の企画経済委員会において、帯

田委員の方から放流事業についての質問がござい

ました。その後、県や関係機関からの情報収集を

行いましたので、その報告をいたしたいと思いま

す。 

これは、国土交通省の離島活性化交付金事業の内

示があったため、増額補正を行うものであります。 

 説明欄をごらんください。 

 水産振興費の甑島水産加工活性化事業補助金

２３１万円は、上甑島、下甑島にある、甑島漁協

が所有する水産加工センターの利用増進を図り、

水産加工６次産業化の推進と漁家の所得向上を図

ることを目的に、甑島漁協が行う市場調査や販路

開拓などに関するコンサルティング事業に対し、

支援を行うものでございます。 

 まず、内水面漁協についてでございます。 

 川内市内水面漁協は、鹿児島県から第５種共同

漁業権の免許を受け、主にシラスウナギの特別採

捕を行っており、平成２４年度は、アユ、ウナギ、

フナ、モクズガニ、シジミの放流を行っておりま

す。 

 内水面においては、海水面と違って水域が狭く、

操業が容易であるため、増殖しなければ漁業は成

り立たない特質がございます。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。戻りま

して、予算書の２１ページをお開きください。 

 １６款２項４目農林水産業費補助金の３節林業

費補助金７２５万円の増額補正は、先ほど説明い

たしました森林整備・林業木材産業活性化推進事

業の実施に伴い、補助金として収入されるもので

ございます。 

 このため、内水面漁協では、漁業法に基づいて、

アユ、ウナギなどの漁業権の対象魚種についての

増殖義務が課せられていることから、稚魚の放流

等を行っております。 

 放流の効果についてですが、特別な調査は行っ

ておりませんが、内水面漁協からの聞き取りによ

りますと、シラスウナギは減少しておりますが、

川魚はおおむね増加傾向にあるというような話を

 次に、予算書の２６ページをお開き下さい。 

 ２１款５項４目雑入の１節雑入３，４８９万

８，０００円のうち、林務水産課分は９７０万

５，０００円でございます。 
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聞いております。 

 次に、川内市漁協、甑島漁協についてでござい

ます。 

 川内市漁協においては、マダイ、ヒラメを、甑

島漁協においては、マダイ、ヒラメ、アワビの放

流を行っております。 

 マダイ、ヒラメについては、長崎県、熊本県、

鹿児島県が、それぞれ、財団法人豊かな海づくり

協会が事業主体となり、毎年、放流を行っており

ます。 

 事業の特徴としては、放流したマダイ、ヒラメ

がその海域にとどまらず、放流効果が全域に及ぶ

ため、マダイ、ヒラメを交互に放流し、マダイだ

けの放流であっても、ヒラメ分の負担も含めて事

業を実施しております。 

 マダイについてですが、効果として、マダイの

産卵地が甑島から川内・串木野海域が適地とされ

ており、春から夏にかけてこの海域にとどまるた

め、ゴチ網、定置網で漁獲されています。 

 薩摩川内市全体の漁獲量が減少傾向にある中で、

マダイの漁獲量は伸びている状況でございます。 

 このようなことから、放流マダイの２世、３世

への寄与があって、資源の下支えという意味でも

効果があると考えております。 

 ヒラメについてでございますが、ヒラメの生態

としては、長崎県で放流したものが鹿児島県で漁

獲された事例もあり、また、昼間は深場で生息し

ているものも、夜になると浮上して７０キロ移動

した記録もあるぐらい、行動範囲の広い魚種でご

ざいます。 

 そのため、放流したヒラメが薩摩川内市沿岸で

漁獲されるとは限りませんが、産卵期を迎える

３月から６月にかけて、産卵地の江口浜近辺の砂

地に移動するといわれており、江口浜漁協、市来

漁協で多く水揚げされております。 

 本市における漁獲は、平成２２年から微量では

ございますが、伸びているところでございます。 

 ヒラメの混獲率の調査でありますが、事業主体

の豊かな海づくり協会が、市来漁協と江口浜漁協

で実施しており、平成２３年度の西部海域での混

入率は、重量比で１２．２％であるというような

ことであり、これも効果があると考えております。 

 アワビについては、特定離島ふるさとおこし推

進事業で甑島漁協が放流していますが、甑島海域

の藻場の減少に伴い、漁獲量も減少傾向にありま

す。 

 しかし、近年は漁獲量は減少しておりますが、

混獲率は微増でありますが、ふえているというよ

うな状況でございます。 

 そのようなことから、これについても効果があ

ると考えているところでございます。 

 以上で、所管事務報告を終わります。よろしく

お願いします。 

○委員長（佃 昌樹）帯田委員の質問に対する

報告でございました。 

 所管事務調査について、質疑をお願いいたしま

す。 

○委員（川畑善照）後ほど、恐らく観光・シテ

ィセールス課や商工振興課とも関係するんですけ

れども、この甑島漁協、川内漁協、一緒になって、

話はこことも関連するものですから、どうしても、

先ほどありましたけれども、稚魚を放流して、江

口浜であがっている江口漁協は、蓬莱館をつくっ

て、ばんばんやっている。 

 ところが、薩摩川内市では、今度、待合所もで

きるけれども、そこで漁協が、甑島漁協や川内漁

協、あるいは魚市場、野菜市場と一緒に話をした

ことはあるんですかということを、ちょっと質問

します。 

○林務水産課長（堂込 修）多分、そのあがっ

た魚を、川内でもそういうようなところがないか

というような、多分、質問かと思います。 

 今、その件に関しては、この前の委員会でも説

明いたしましたが、樋脇の道の駅が、今後、新た

に、来年からの予定なんですけれども、海産物を

手がけたいというような話があって、川内市漁協

と、今、協議を行っている最中です。 

 それで、ことし中に３回ほど、試験的というか、

初めての試みということで、川内市漁協の漁民の

方々が直接来て、そこで魚を売るというような取

り組みも、今、行おうかということで計画をして

おります。 

 来年度、それがうまく軌道に乗れば、今の予定

では、川内市の漁協であがる魚、あとは、今度は

保冷車等をうまく使って、フェリーで甑から来た

魚をとって、道の駅で販売するというようなこと

も、今、考えているところでございます。 

 そのようなことが、もしうまく、順調にのって

いけば、漁民の方々を介して、直接、そこで奥さ

ん方とか、そういった方々の協力をもらって、そ
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こで販売するとか、そのようなことができるかと

思ってますので、そういったところを起点にして、

またそういうところに、市内どこかそういうとこ

ろがあれば、連携を図っていけばいいのかなとは

考えてます。 

 以上です。 

○農林水産部長（高橋三丸）今、課長のほうか

ら、道の駅の今後の鮮魚の販売につきまして、報

告がありましたけれども、川内港、来年の４月か

ら、いよいよ高速船が就航するわけですけれども、

先日、また漁協の組合役員の皆さんと、また情報

交換をする場がございまして、組合長さんも、来

年の４月就航、絶好のチャンスととらえていると。

これを何とか生かしていかないかんということで、

川内港周辺の人の集客拠点となる見込みについて、

前向きに、漁協としても、加工、この事業に取り

組むべき時期だということもおっしゃっておりま

したので。 

○委員（川畑善照）計画はよくわかります。た

だ、過去において、例えば、お魚の――まちであっ

たけど、あれは補助金がついて、エネ庁からのあ

れでやってきて、もう中止になって、今、とれた

て市を毎月されています。 

 時間的にも２時間ぐらいという短い時間で、量

的にも少ないと思います。 

 そして、イベント的には、あちこちでやってら

っしゃいます。ゆったり館でもやったり、あるい

は駅の東口でやったり、いろいろやっています。 

 そういうイベント的な問題もですけれども、今

回、あそこに漁協の、かねてとれたて市をされる

ところも、近くにあるわけですね。そういうこと

を考えて、今後、甑島の売り込みをする、１次産

品を。そういうことにおいては、やはり協議の中

に入れていって、そういう中には、もう魚市場も

野菜市場も相談をして、一緒に入り込んで、全国

民を、旅行者を相手にしたような考え方を持って

進めていかなければいけないと思うんですが、今

後の進め方を、中途半端じゃなくて、しっかりし

たビジョンを持ってやっていただきたい。それに

はやはり、セクトを外していただきたい、そうい

うことをお願いしておきます。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）要望並びに意見が入って

おりますので、よろしくお願いします。 

○委員（宮里兼実）部長、今、川畑委員も言わ

れましたとおり、島から魚をとって、それで、船

で川内港まで持ってきて、そして樋脇市比野まで、

また保冷車に積んで持っていくと。それだけでも

コストがかかるわけなんですよね。 

 私も一般質問でも、９月に言いましたように、

あそこに待合所ができるわけですから、待合所の

あの近辺に、そういう施設をつくって、船で持っ

て来たら、即、船から網でそこの水槽に入れると

か、また保冷車に積んで、トラックに積みかえて、

経費かけて一人で走るわけじゃないから、それだ

け経費がかかるわけですから、そういったことも

考えて、今度、待合所ができるわけですから。あ

の近辺で、何かそういうような施設をつくって、

あそこに来たら、魚はいつでも買えると。何でも、

野菜もプラスしてすればいいことですけれども、

何でもあそこに来たら買えると。 

 市比野は市比野でやっているけど、あそこは、

まあ言えば山間部だから、それに合うた品物を、

それこそ山の中まで魚を持って行って、魚はおら

んでも、海べたで魚を売ればいいんですから。 

 帯田委員もおりますけれども。そういったこと

で、ほんのこと、ちった、いっだましぃを入れて

ですよ。やる気を出して、部長が定年するまで。

定年したら、もう、はい、私は退職しましたじゃ

なくして、けしんかぎり、きばいやせんという歌

もありますがね。そしこばっかぃ。それと、おい

しい焼酎も飲めますから。 

 そういうふうに要望しておきます。 

○委員長（佃 昌樹）回答はありませんか。 

○農林水産部長（高橋三丸）要望ですけれども、

ありがとうございます。 

 私も、ぜひそういう施設ができることを目標と

して、臨んでいるところでございます。 

 これまでも、合併しまして１０年たちますけれ

ども、川内漁協、甑島漁協、それぞれのこれまで

の漁協で、合併後の話もありましたけれども、せ

り市の時間、あと仲買人の集客等々、いろいろ大

きな問題等もございまして、なかなか進んでない

状況下にありましたけれども、今やっと、市民か

ら、甑島の魚は、なぜこちらで手に入らないだと

いうことでもありましたけれども、やっとことし

の１２月の末から、道の駅も、遊湯館ですけれど

も、そういう販売がやっと実現。それまでも、う

ちの農水産の職員、一生懸命調整といいますか、

漁協の予算、話の中で、やっとそこまで来たとい
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○委員（森永靖子）以前、魚を使った料理で、

ずっと、幼稚園、保育園を出前で回ったときに、

議長もいらっしゃいますが、祁答院地区は、言い

方が悪かったらごめんなさい。余り新しい魚が、

直接入らない。 

うことも、御理解いただきたいと思います。 

 それと、川内漁協と甑島漁協の交流、一体にで

きないかということも進めておりますので、そこ

も御理解いただきたいということと、先ほど申し

上げましたとおり、来年からの川内港、人の集客、

ここについても、先ほど申し上げましたけれども、

組合長さんも、ぜひこれを何とか、今、動かんと、

将来はないというぐらいの危機感もお持ちでござ

いますので、我々も、支援、指導あるいは、でき

るものは、できる形で助成をしながら、何とか川

内港周辺で、そういう市民の皆様も、観光客も、

魚が買えると。あそこに行ったら、新しい魚が買

えると、そういう施設にできるように頑張ってま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 幼稚園、保育園の子どもたちが、丸ごと１匹の

魚というのを、触れたこともないというような話

があって。何回も何回も、祁答院のほうには、幼

稚園、保育園に出向いたものでした。 

 ですから、先ほど、樋脇のほうも言われました

けれども、そのような形で、そういう新しい魚が

入った月に１回とか、祁答院のほうにまでそうい

う形でできないかどうか、検討してほしいという

ふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○林務水産課長（堂込 修）さばき方教室につ

いて、とれたて市の関係の予算で、学校とか、そ

ういったところに行って、体験をさせるというよ

うなことを取り組んでおります。 

○委員長（佃 昌樹）ちょっと説明をお願いし

たいんですが、川内にあがった魚をさばく仲買人、

そういった存在について。 

 また、甑から魚が来ますけれども、それを一時

預かるというのか、そういった保冷庫を、川内漁

港として、どの程度の魚を引き受けられるのか、

その辺について、説明ができたらお願いをしたい

んですが。 

 今、祁答院のほうで、そのようなことができな

いかということですので、今後またそういったと

ころ、祁答院方面にまた広げるような形で。一応、

学校のほうに希望をとって、そういったものをし

ませんかという案内を出すんですけれども、そこ

で要望がきたところに行ってやっているというよ

うなことがございますので、私ども、そこら辺は

また、同じところじゃなくて……。 

○林務水産課長（堂込 修）瀧津主幹に説明を

させます。 

○主幹（瀧津俊二）今、川内地域の中での水産

業、甑の魚をということなんですが、今言われた

とおり、今度の新しい高速船の就航に伴って、そ

れに鮮魚を乗せられないかということで、事前に

協議をしたんですが、まだそれが高速船のために

できないという事情もあって、そのルートという

のは、今までどおり、串木野を通って川内にあが

るという形にしか、今のところ、なっておりませ

ん。 

 それと、今、私どもはそうとれたて市のほうで

やっているんですが、食の伝承で、祁答院の保健

センターとか、あとこの消費拡大の事業で、藺牟

田小学校でやってございます。済みません、私が

先ほど言ったのは、ちょっと訂正いたします。申

しわけございません。藺牟田小でやってます。 

 あと、大村保育園で、これは食の伝承のほうで、

そのような取り組みをやっているということでご

ざいます。申しわけございません。  今、魚市場があるんですが、そこの仲買さんと

して、現在、１８名の方が仲買さんとして動いて

おられます。 

○委員（森永靖子）保育園です。そこの保育園

で持って行ったときに、そのような、小学校はわ

かりませんが、幼稚園、保育園に何回かお伺いし

ました。その保育園、幼稚園の子どもたちが、と

ても喜びながら、魚が丸ごとあるんだというのが、

気がついて喜んでいる様子をいろいろとってもら

って、県で、昨年表彰されたとき――食生活改善と

して表彰されたとき、にその祁答院の保育園の魚

を、子どもたちが喜んで握って、自分たちでさば

いて、親が心配しながら、包丁を握っている子ど

 その中で、それぞれの規格があって、そこで落

として、旅館に配られたり、そういうことをされ

ております。 

 なお、先ほどの預かるというのは、今の制度上、

買ったものを預かるというようには、なっており

ません。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）ありがとうございます。 
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もたちの姿を見ながらするのがとてもよかったと

いうことで、それが表彰のわけになったのかもし

れませんけれども。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで本案を一時中止いたします。  今後、伝承事業として、そのようにやっていき

たいということもありましたので、そちらのほう

でまた、そのような形でやってもらえたらなとい

う希望です。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

を行います。 ○委員長（佃 昌樹）はい、要望です。 

 ほかにありませんか。  当局から、所管事務について、報告をお願いし

ます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 ○耕地課長（前迫浩一）ございません。 

○委員長（佃 昌樹）所管事務調査内容につい

てはないということでございますが、委員のほう

から、特段ありませんか。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、林務水産課を終わります。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。  御苦労さまでした。 

 委員外議員の質疑を認めます。 ────────────── 

［「なし」と呼ぶ者あり］    △耕地課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、耕地課の審査に入

ります。 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、耕地課を終わります。 

──────────────  御苦労さんでした。 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

────────────── 

   △商工振興課の審査 

○委員長（佃 昌樹）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

○委員長（佃 昌樹）次に、商工観光部商工振

興課の審査に入ります。 

────────────── 

 当局の補足説明を求めます。    △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 ○耕地課長（前迫浩一）耕地課でございます。

よろしくお願いをいたします。 ○委員長（佃 昌樹）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 それでは、予算に関する説明書の４３ページを

お開きください。 

 当局の補足説明を求めます。  ６款３項１目農業土木費の補正額は、２８万円

の増額でございます。これは人事異動に伴います

職員手当の増額調整分でございます。 

○商工振興課長（宮里敏郎）平成２５年度薩摩

川内市一般会計補正予算について、御説明をいた

します。  続きまして、下の段、６款３項３目湛水防除事

業費の補正額は、これにつきましては、電源立地

地域対策交付金の充当率の変更に伴います財源の

調整でございます。 

 まず、歳出について説明いたしますので、予算

に関する説明書の４０ページをお開きください。 

 ５款１項１目労働諸費で、補正額が７万

８，０００円でございます。これは、東郷共同福

祉施設について、電気料金の値上げに伴いまして、

予算に不足が生じるために、指定管理委託料を増

額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。

御質疑願います。  次に、予算に関する説明書の４６ページになり

ます。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。  ７款１項１目商工総務費の補正額が７６万
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９，０００円で、説明欄のほうに記載してありま

す商工総務費３８万１，０００円でございますけ

れども、これは商工観光部職員の給与の調整に伴

う増額でございます。 

 具体的には、バス運行事業者につきましては、

当該対象路線に対しまして、現在、国・県の補助

金、いわゆる地方バス補助というのをもらってい

らっしゃいますけれども、この補助金を継続して

受けるためには、その路線につきまして、自社の

経常収益が５５％以上にならないと補助対象外と

いうふうになってしまいます。 

 次の並行在来線鉄道対策事業費の委託料３８万

８，０００円でございますけれども、これは川内

駅の利用者から肥薩おれんじ鉄道の改札口がわか

りづらい。川内駅には、川内駅としての表示しか、

おもてにはございませんで、おれんじ鉄道の入り

口がどうしてもわかりづらいという御意見がござ

いました。 

 この路線について、自社の経常収益率が５５％

まで達しない部分について、５５％までに達する

までの経費を、沿線市が補助することで、継続し

て運行事業者が、国県の補助を受けられることが

可能となるために、今回、支援をするものでござ

います。 

 ＪＲとも協議いたしまして、西口、東口のエス

カレーターの入り口の壁面、そちらに、今回、肥

薩おれんじ鉄道の入り口等の表示をさせていただ

くというものでございます。 

 なお、今回、対象となる路線が４線でございま

すけれども、いわさきバスさんが３路線、これは

川内営業所から鹿児島駅に行く、３号線を通る

ルート。それから、串木野から野下までのルート、

それと、川内営業所から入来までのルート、それ

と南国交通さんが運行しております営業所から、

串木野新港（後刻訂正発言あり、次ページ参照）

までのルートになります。これを、それぞれの沿

線自治体を通る路線の割合で負担するものでござ

います。 

 次に、２目商工振興費でございますけれども、

商工振興課分は、コミュニティバス等運行対策費

といたしまして、１，１８０万９，０００円を計

上させていただきました。 

 まず、備品購入費１，１００万円でございます

けれども、これは、現在、下甑で運行しておりま

す甑島地域コミュニティバスの車両１台について、

この走行距離が、既に４８万８，０００キロでご

ざいます。さらに、購入してからの経過が１３年

たっておりまして、ここ数年、エンジン等の故障

が頻繁となっていることから、今回新たに買いか

えをしたいというものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。

２１ページになります。 

 １６款２項１目の総務費補助金、補正額

１，４２５万４，０００円のうち、商工振興課分

は、１節総務管理費補助金の４９万４，０００円

でございます。 

 なお、購入する車両につきましては、乗車定員

は２９人、それから、座席数については２０席以

上の車両を購入する予定でございます。  これは、甑島地域で運行しておりますコミュニ

ティバスに対する県の地方公共交通特別対策交付

金が、１，０４９万４，０００円で確定したこと

に伴いまして、当初予算で計上してました金額と

の差額といたしまして、４９万４，０００円を増

額補正をするものでございます。 

 なお、車両の購入後につきましては、運行事業

者であります南国交通株式会社に、無償貸し付け

をしたいというふうに考えております。 

 なお、この車両購入につきましては、県の補助

金がございますけれども、実際的には、購入しま

した翌年度に補助金の交付申請をすることになっ

ておりますので、来年以降に補助金の申請をする

ということになります。 

 最後に、繰越明許費について御説明いたします。

７ページをお開きください。 

 ７款１項の商工費で、甑島地域コミュニティバ

ス購入事業１，１００万円を追加させていただく

ものでございますけれども、これは、先ほど歳出

の中で説明しましたとおり、老朽化した車両 1 台

を買いかえするものでございますけれども、バス

を発注して、そのバスの営業改造等を行った後に、

納入する期間について、これがどうしても四、五

カ月ほど、期間を要するということで、今回、繰

 続きまして、地域間幹線系統確保維持費の補助

金でございます。地域間幹線系統確保維持費補助

金８０万９，０００円でございますけれども、こ

れは民間バス事業者２社、南国交通さんといわさ

きバスさんになりますけれども、これが、現在運

行しております四つの系統路線につきまして、補

助を行うものでございます。 
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越明許への追加をお願いするものでございます。 

 済みません。先ほど、地域間の幹線系統の確保

維持改善事業の説明の中で、南国交通の路線を、

南国交通の隈之城車庫から串木野新港という説明

をいたしました。これは阿久根新港の間違いでご

ざいます。（前頁の発言の訂正）申しわけござい

ません。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 御質疑願います。 

○委員（宮里兼実）購入費の１，１００万、さ

っき課長は、バスを買いかえないかんと。バスが、

１３年でトラブルが多いと。距離は４８万

８，０００と言うたけど、４８万８，０００キロ

走っているわけ。 

○商工振興課長（宮里敏郎）はい。 

○委員（宮里兼実）年数は１３年経過しとるけ

ど、走行距離が、走ってないわけでしょう。

４８万、５０万キロも走ってないのに、そんなエ

ンジントラブルがあるとか何とかというような、

これはもう――５０万キロぐらいで車を買いかえる

というのは、ちょっと私からすれば、考えられな

い。これはもう、全く管理が悪い、運転手の。そ

れこそ管理も、運転手の管理も悪い。こういう乗

り方をする人は、そういう営業用の運転手じゃな

いということ。 

 これはまだ２０年走って、大体１００万キロぐ

らいですがね。我々、トラックも、１００万キロ

から、軽く１００万キロは突破するんですよ。 

 まあそら、１３年、年数はたっているけれども、

距離を走ってないわけだから、キロ数を走ってな

いわけだから、故障するはずがないんだけど。こ

れは運転手じゃない、素人が運転して走っている

から。今まで私も、甑島に行ったときに、あちこ

ち回るときに、運転操作を見ているんだけれども、

これはまた、こういうような乗り方をしたら油も

くうし、燃料もくうし、それこそエンジンをやら

んかなというようなことも多々あったから。だか

ら今、５０万キロも走ってないのに、こんなトラ

ブルがあるはずがないんですよ、これ。 

 ちゃんと管理をして、ピシャッとしておけば、

年数がたっておるから、島だから、あちこち腐食

する部分はあるかもしれないけど、これはもう、

エンジントラブルというのは、全くないはず。だ

から、買いかえる必要は、まだ我慢をしなさいと。

私のそういう意見です。 

○委員長（佃 昌樹）意見でありますが。 

○商工振興課長（宮里敏郎）今、委員のほうか

ら御指摘をいただきましたけれども、バスの管理

につきましては、これは以前、またバス事業団、

市の市営バスであった時代から、整備管理士の資

格を持った職員をおいて、管理をさせてきました。 

 ただ、今回、このバスについては、特に、市と

して走っていた路線が瀬々野浦線でございまして、

長浜から自衛隊のところを通って、瀬々野浦に走

らせていたということで、常に山道を走らせてい

たということがあったようでございます。 

 これまでの収入の経過を見てみますと、平成

２３年に、既にもうエンジン自体がオーバーヒー

トをいたしまして、エンジンのオーバーホールを

行いました。そのときにも、約９０万ほど費用を

使っております。 

 さらに、翌年の２４年につきましても、オー

バーヒートをさらに起こしてしまいまして、ラジ

エーター等の交換で何とかしのいでまいりました。 

 運行事業者が南国交通さんにかわった後も、引

き続き、整備管理者をおいて、的確な整備をして

まいりましたけれども、ことし９月、再度、オー

バーヒートが生じまして、通常の運行ができなく

なったということで報告を受けまして、修理がで

きないかということについても、いろいろ南国交

通さんと協議をさせていただきましたが、さらに

多額の経費がかかるということで、今回、買いか

えをお願いしたものでございます。 

 委員がおっしゃるとおり、車両の管理につきま

しては、さらに運行事業者のほうにもお願い申し

上げまして、整備管理士、それから運行管理者と

もに合わせまして、適切な管理運行ができるよう

に指示をしていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（宮里兼実）エンジンをオーバーホール

させたとか、昨年、東郷のゆったり館のバスのこ

とでも、いろいろこの委員会でも言いましたがな。

全く、運転手、あれは運転手といわないんですよ。

ただ、自分の乗用車で運転をして走ってされくぶ

んは誰でもいいんだけれども、オーバーヒートを

させるということは、全くの素人が運転をして走

っているのと一緒ですがね。 
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 ですから、何回も申しますように、自分の車で

あれば、みんな管理をしたり、洗車をしたりする

んだけれども、こういうところが、「はらもう、

やっせんごっになったで、はい、修理をしてや

る」、「それであったら、また新しいのに買いか

えてやる」と、そういうような考えしか持ってな

い。だから、運転手、乗務員にしても、結局、営

業ナンバーをつけて、お客さんを、人を乗せて走

るわけですから――いくら山道、わかってはおるも

んですから、私がさっき――乗ったときに、これは

乗り方が、運転のやり方が、それこそ仕事が、運

転の仕方というのを、私はさっき、も申したよう

に、そういうようなことですから。そういうとこ

ろをもう少し……。 

今度、南国交通さんがやるようになったら運転

手の質がどうなるかはわかりませんけれども。や

っぱり無駄な金を使わないように、赤字で走らせ

ているのに、またそういった余計な金を使う。で

すから、辛抱に辛抱をして、使うように、これか

らも要望しておきますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（佃 昌樹）現場のほうにきちんと、

こういった意見があったということで、お伝え願

いたいと思います。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の発言を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

を行います。 

 当局から、所管事務について、報告をお願いい

たします。 

○商工振興課長（宮里敏郎）それでは、配付し

ております企画経済委員会資料、商工観光部につ

いて、御説明させていただきます。 

 商工振興課からは３件ございますので、３件ま

とめて報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目、川内港シャトルバス運行に係り

ますスケジュールについて、御説明いたします。

資料は１ページになります。 

 現在、大型電気路線バス及び、急速充電器等に

つきましては、全て発注等を終わらせておりまし

て、今のところ、計画どおりに、事業については

進めているところでございます。 

 今後の予定ですけれども、２月２８日には、急

速充電器を川内駅西口の大型バス駐車場に設置い

たします。３月１０日には、大型電気路線バスの

納車になる予定でございます。 

 なお、納車と合わせまして、同車両につきまし

ては、シャトルバスの運行事業者であります南国

交通株式会社へ無償貸付する予定でございます。 

 ３月１３日に、九州新幹線と肥薩おれんじ鉄道

の開業１０周年の記念式典を、一応、計画してお

りますので、できましたら、この日に参列者に対

しましては、バスのお披露目ができたらなという

ふうに考えております。 

 ３月１４日から１９日までの期間、南国交通株

式会社によりまして、試験運行をしていただくこ

とにしております。 

 それが終わりまして、３月２０日には市議会、

市、それから報道機関等を対象とした試乗会を計

画しております。 

 その後、３月２４日から２８日までの５日間で、

一般市民を対象とした試乗会を実施いたしまして、

４月２日からが、高速船の就航と合わせまして、

本格運行を開始となる予定でございます。 

 なお、資料に記載しております３月２９日の完

成式典関係につきましては、この後、企業・港振

興課のほうで、詳細を説明させていただきたいと

思います。 

 ここに記載しております一般市民試乗会につい

てですけれども、川内駅発の市街地周回コースと

して、１日、午前１０時からの分と、午後１時半

からの試乗会を予定しております。１回当たり

１５分程度の試乗会と考えておりまして、コース

は、図面に示していますとおり、川内駅を出まし

て、３号線を北上、上川内のニシムタの先から左

折しまして、新田神社、中パの前を通って、川内

駅に帰ってくる、この周回コースで試乗会をした

いというふうに考えております。 

 なお、試乗会の案内につきましては、広報紙、

ＦＭさつませんだい、ホームページ等で周知をい

たしまして、先着順での受付をして、試乗会をし

たいというふうに考えております。 

 このほか、車両のデザインにつきまして、現在、

ドーンデザイン研究所の水戸岡先生のほうにお願

いしておりますけれども、車体の外装のラッピン
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グ、それから車内の座席カバー及びカーペット等

を改装する予定としておりますけれども、最終的

なデザイン画につきましては、来年２月ごろに皆

様方に公表したいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上が、スケジュールについての説明でござい

ます。 

 次に、２点目の離職者等のための就職面談会に

ついて、御説明をいたします。資料が２ページに

なります。 

 これは、企業の撤退、特にＦＩＭ等が対象にな

るわけですけれども、企業の撤退や、規模縮小等

により、離職を余儀なくされた方、並びに県内で

の就職を希望される方、ただし来年３月の新規学

卒者は除かれますけれども、これらの方々を対象

に、県が主催によりまして、薩摩川内市、それか

らさつま町とハローワーク等が共催で、これを開

催するものでございます。 

 期日は、１２月１９日の午後１時から５時まで

となります。場所が、サンアリーナせんだいのサ

ブアリーナとなりまして、これに来られる面談者

の方の参加料は、全て無料でございます。 

 当日は、県内の企業、ここに約６０社と書いて

ありますけれども、最終的には６３社というふう

に聞いているところですけれども、県内の企業が

約６３社参加予定でございます。県内企業でござ

いますので、市内だけでなく、お隣のいちき串木

野市、あるいはさつま町、それから鹿児島市も含

めた企業でございます。 

 なお、今回のこの面談会に参加する企業の条件

といたしましては、（７）に記載のとおり、新た

に雇用する方は、必ず県内の就業であるというこ

と、それから、正社員の雇用であること等が条件

となっております。 

 就職面談会に伴いまして、各種の相談コーナー

も併設されておりまして、特に農林水産業就職相

談コーナーも併設されておりますけれども。新た

に農林水産業に就労をしたいと、就職をしたいと

いう方に対しましては、特に本市からも、農政課

のほうも参加いたしまして、市の就労支援制度に

ついて、説明をするということを計画していると

ころでございます。 

 なお、今回のこの面談会につきましては、既に

１１月２５日号の市の広報紙には掲載いたしまし

た。それと、県・市のホームページにも掲載済で

ございますけれども、今後、今月１５日ごろをめ

どに、チラシが新聞折り込みでされることになっ

ております。また、ＦＭさつませんだいでも周知

をして、たくさんの方においでいただいて、就職

につなげていただけたらなというふうに思ってい

るところでございます。 

 以上が、離職者等のための就職面談会について

の説明です。 

 続きまして、３点目でございます。資料の

３ページになります。 

 商工会議所等指導事業補助金について、御説明

いたします。 

 これは、９月の委員会で説明を求められた分で

ございます。 

 まず、この補助金の目的については、（１）に

記載のとおりでございますけれども、平成２４年

度の補助金の金額は、商工会議所への補助金が

８００万円、商工会への補助金が１，４００万円

となっております。 

 なお、これまでの推移につきまして、次の

４ページをごらんください。これまでの補助金の

交付額を記載しております。 

 商工会議所につきましては、合併後の平成

１７年度と比較いたしまして、８９．２８％とい

うことで、約１割ちょっとの減額をしてまいりま

した。 

 市商工会につきましては、平成１９年４月に

８商工会が合併したことによりまして、平成

１７年度と比較しますと、５７．３４％の交付額

となっております。 

 では、３ページに返っていただきまして、両事

業所で行ってもらっております事業内容について、

御説明いたしますけれども。 

 まず、共通事項といたしまして、市の中小企業

対策利子補助金の交付に伴います申請事務、受付、

確認、申請事務等のほか、各金融機関との調整事

務、それから経営改善のための指導事業、中小企

業支援のための広報活動やセミナーなどの開催と

いうのを、共通として行ってもらっているところ

でございます。 

 また個別に御説明申し上げますと、商工会議所

では、中心市街地の活性化対策として、これまで

も協議会事務局を補っていただきましたが、現在

は、来年度からの協議会の組織見直しや、あるい

は活性化事業を進めるための幹事会を開催してお
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りますけれども、その幹事会の事務局の業務も、

今、担ってもらっているところでございます。 

 そのほか、中心市街地における大売り出し事業

の実施、あるいはにぎわい創出のための取り組み

として、まちじゅう美術館や、中心市街地が取り

組んでおりますイベント等の協力も行ってもらっ

ております。 

 また、今年度から、新たに市の委託を受けまし

て、２カ月に１回、食のうんまか市の開催も行っ

てもらっているところでございます。 

 次に、市の商工会のほうでございますけれども、

商工会では、地域の商工業者と一体となった新商

品の開発、及び特産品の販売であります、海幸・

山幸事業の実施、また、地元産品の活用等をして

もらっているほか、各支所地域で実施されている

イベントの事務局を担うなど、積極的に地域活性

化に貢献していただいているところでございます。 

 また、最近ではＦＩＭの徹底に伴い、入来地域

活性化のための事業検討も、今年度、行ってもら

っているほか、特に、青年部、女性部の活動も盛

んでありまして、昨年オープンいたしました入来

麓武家屋敷にオープンいたしましたもんじょの里、

これも入来、それから入来等の商工会の青年部の

有志により、立ち上げがされたものでございます。 

 商工振興課といたしまして、商工会議所、商工

会とは、地元中小企業の育成、支援、商店街の活

性化、地域の活性化のために、今後も連携を強化

しながら取り組んでいく必要があると考えている

ところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）所管事務として、３点に

ついて報告をされました。これより質疑をお願い

をいたします。 

○委員（谷津由尚）大きく２点あります。 

 まず、１点目が、シャトルバスなんですけれど

も、たしか車体価格が非常に高くて８，０００万

円ぐらいというふうに記憶をしています。 

 その大半は、国県の補助で構成されていると認

識をしているんですが、今ほど、このシャトルバ

スも水戸岡先生の設計になるというふうにおっし

ゃいましたが、その設計料込みの８，０００万円

なのかというのが１点目です。 

 ２点目が、この（３）の商工会議所と指導事業

補助金、これは９月の常任委員会で質問したのは

私です。 

 川内商工会議所について、私は、今ほど、ここ

にまとめを説明いただきましたが、行政として、

商工会議所にどういう役を担っていただきたいの

かというのが、いまいちわかりません。 

 具体的に言いますと、私が商工会議所さんに期

待しますのは、中心市街地の活性化をどうするの

かということなんですね、まずは。今、御説明い

ただきましたのは、中心市街地の活性化について

は、事務局の進行管理及び協議会運営と、これは

当局と同じですよね、基本的には。私はそうじゃ

ないと思う。そういうことは期待していません。 

 これは、当局がすれば十分いいことであって、

その商工会議所さんは、その中で何をされるのか。

その中心市街地に対して、活性化をどうするのか

というのを、もっと第一線でやっていただかなき

ゃいけないと私は思っています。 

 そこの責任分担が、どうも不明確になっている

のではないかと思います。これは、当局ときちん

とその責任分担しないと、いつまでも私は改善で

きないんではないかというのを危惧します。 

 そもそも、なぜ、川内商工会議所という名称な

んでしょうかね。薩摩川内商工会議所じゃないわ

けですね。そこのところにも、非常に違和感があ

るんですけれども。 

 以上で質問、答弁お願いします。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、１点目のシ

ャトルバスのデザイン改造の質問でございますけ

れども、これは、車両の改造と言いますか、お願

いしている分については、外装のラッピング、そ

れと車内の改造については、これは国の補助をも

らっている関係で、ほとんど改装というのはでき

ないんですけれども、これは、水戸岡先生との協

議の中で、やはり外装だけじゃなくて、内装の一

部ということで、単純に椅子につけるカバーをか

けかえたり、つくりかえたり、それから、車内の

色の統一等をしたいということで協議をいたしま

して、これの委託料については、車体の購入費と

は別個に、３２０万円ほどで委託させていただき

ました。 

 それと、商工会議所との兼ね合いでございます

けれども、立ち位置の話になろうと思います。先

ほど、中心市街地活性化協議会の事務局を担って

いるということで、御説明させていただきました

けれども、そこについては、もちろん中心市街地
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の活性化ということについては、商工会議所の大

きな業務の一つであるというのは、我々も認識し

ておりますので、それはやっていただきたいと。 

 事務局としての作業をしてもらうだけでなくて、

当然、事務局として出された、いろんな中心市街

地活性化のための事業の中で、商工会議所が中心

となってやるべきものについては、事業主体とし

てもやっていただきたいということで、これまで

もお願いしてきておりますし、これからもお願い

をしていきたいというふうに考えております。 

 中心市街地の活性化の事業については、商工会

議所と合わせまして、まちづくり薩摩川内という

ところも大きな担い手になっておりますけれども、

この二つの事業所のところが特に中心となって、

実際の事務事業、実際の事業についての実行部隊

としてやっていただけるように、今後も調整、協

力依頼等をしていきたいというふうに思っており

ます。 

○委員（谷津由尚）今ほど、事業主体としてや

っていただきたいという要求はしているというお

答えでしたが、その結果はどうなんですか。 

○商工振興課長（宮里敏郎）これは、中心市街

地のこれまでの事業といたしまして、活性化のた

めに必要である独自の事業として、先ほども若干

触れましたけれども、空き店舗、店舗等を活用し

ましたまちじゅう美術館の開催であったり、ある

いは中元、歳末大売り出し等を独自にやって、地

元の商店街の活性化につなげる、こういう事業に

ついては、これまでもやっていただきました。 

 さらに、今年度からですけれども、新たな事業

といたしまして、中心市街地に食のイベントをや

って、中心市街地の商店街ともタイアップして、

まちを盛り上げたいというような提案等もござい

まして、そういう事業については、積極的にやっ

ていただきたいということで、市と連携をして取

り組んでいただいているところではございます。 

○委員（谷津由尚）やっていただいていること

は理解はします。ただ、もっと商工会議所であれ

ばできることがあるはずだと。商工会議所だから

できることがあるはずということを、私は思って

います。 

 参考的に申し上げておきます。 

 私の会社の社員からいただく要望の中、筆頭が

この中心市街地です。ここどうなるんですか。何

でこのシャッター通りが多いんですかと。結局は

そういうことなんですね。 

 薩摩川内市の中心であるところが、あれではだ

めでしょうと。買い物に行くにしても、鹿児島市

に行かなきゃならないということが、その次には

ずっとついてくるわけです。 

 ですから、端的に言いますと、平均年齢が

３０代から４０代の、比較的、学校に在籍されて

いるお子さんをお持ちの平均的な家庭の御意見だ

というふうに認識していただければいいんですが。

大体、２５０件の要望のうち、１５０件はこれで

占められています。そういう現実があって、そこ

に確実にマーケット、市場があって、そこがきち

んとなりさえすれば、お客さんは来るんだという

御認識の上で、再度、この辺の市当局と商工会議

所さんの責任分担というか、役割分担というか、

もっと飛躍的に、私はやっていただきたいと思い

ますので、これは要望として言わさせていただき

ます。 

○委員（川畑善照）一応、関連ですけれども、

今の中で、商工会議所は全国組織で商工会議所が

できてます。商工会は、この全国組織でできてま

す。たまたま、旧川内市で高城商工会と川内商工

会議所がありました。市町村合併で九つになって、

そして商工会できてますね。 

 そういう形で、国の補助金の流れが違うことだ

と、私は思ってますが、いずれにしても、この中

心市街地の問題は、商工会議所が動かなければな

らない問題と、やはりそのために、前、ＴＭＯと

いう組織を中につくっておったのが、今のまちづ

くり薩摩川内という株式会社なんですよ。この動

きが鈍いということが、一番大きな原因。 

 だから、会社は何のためにつくったのかという

こと。全く今の、三つに部門が分かれて、ＦＭと

駐車場経営と、もう駐車場経営にどっぷりつかっ

て、駐車場経営、プラス、きゃんせふるさと館、

プラス、ＦＭ放送になってしまったんですね。こ

れを丼勘定じゃなくて、それぞれ採算をしていか

なければいけませんよということと、ＴＭＯの名

残が、そのまま残ってない。中心市街地に複合拠

点施設をつくろうとしたときに、売却されてタイ

ヨーが買うて、これが凍結されています。そして、

今度はまた、駅の東口にできます。そういう整理

をする役割が商工会議所であり、まちづくり会社

なんだということ。 

 だから、もうちょっと真剣に考えていただかな
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ければならない。 

 全国的に、中心市街地はだめになってます。だ

けど、残念ながら、全国の市町村、自治体が、二

大資本力になりました。岡田屋ジャスコ・イオン

グループ、これが一つですね。それから、セブン

イレブンを含めてイトーヨーカドー、この二大資

本になりました。 

 彼らは、足元の悪い、買い物不便地域はしませ

ん。それに補助金を出して、生協が動いています。

川内がですよ。薩摩川内市は。そして、空き店舗

対策に補助金を出しています。なかなか入り手が

ありません。 

 ですから、この二大資本は、本当は補助金の中

の一部を負担すべきなんですよ。ところがそれも

しない。自分の都合のよかごっですから、企業じ

ゃ当たり前、資本主義、自由資本主義ですから。

そうなったときに、やはり国に対して、国も面倒

を見るべき。そして、この二大資本も面倒を見る

べき。 

 協会があります。これはもう、はっきり言って、

トップが語らんならんものであれなんです。現実

はですね。そこまでしっかりせんと、全国の中心

市街地はなかなか厳しいです。それはもう、私は

思ってますから、今言うたようなことも、十分、

議論の中に入れて。それでトップはトップで、国

に対して、大型資本に対して、言っていかなきゃ

だめ。でないと解決しない。 

 それと、地域においては、今、我々、市議会議

員ですから、まず、まちづくり会社と商工会議所、

商工会、そことじっくり語って、根本的問題を解

決していかなければならないと、まずは要望して

おきます。 

○委員長（佃 昌樹）その前に、まちづくり株

式会社と商工会議所、これが中心市街地活性化事

業に向けて、どういうすみ分けでやっているのか

ということを、きちんと整理しとかないかんと思

うんですよ。 

 まだ、私たちのところでも、ぼやぼやとしてい

るので、その役割について、二つの組織の役割に

ついて、追加説明をしていただきたいなと思いま

す。 

○商工観光部長（末永隆光）中心市街地活性化

について、いろいろ議論、いろいろ御提案、要望

等もいただいておりますが、委員長から言われま

した商工会議所、まちづくり会社の役割というこ

とにつきましては、また次回の委員会で資料を提

出いたしまして、その役割分担の関係等、説明さ

せていただきたいと思います。 

 まちづくり会社は、川畑委員から、委員長が言

われましたとおり、中心市街地の活性化の役割を

担っております。 

 ところが今、ＦＭのこととか、いろんな業務を

担っておりまして、なかなか中心市街地の活性化

に手が届いてない部分があると思っておりますの

で、別途、観光物産協会が立ち上がって１年経過

しようとしているところなんですけれども、これ

についても、市長が本会議答弁いたしましたとお

り、まちづくり会社と観光物産協会の合併の話も

ございますので、その話の中で、観光物産協会の

機能の強化、それと合わせて、中心市街地の活性

化が本来の目的でございますので、まちづくり会

社のそういった中心市街地の役割を特化させる形

で、再編できないかということも含めて、今後、

検討をしてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員（川畑善照）やはり、地方自治体は全国

の、今の時代の流れでそうなってきているのは理

解しますよ。しますけれども、現実にそれをする

役割が商工会議所であり、商工会であり、あるい

はまちづくり会社なんですよ。 

 それをまた合併すると、ますますそのすみ分け

がなくなっていくんじゃないかという懸念がされ

ていることも事実なんです。完全に分けなさいと

いうことも事実なんです。 

 でないと、合併して、全てが丼勘定になってい

ったら、よくならんと思います。 

 これだけは、私の意見として申し上げます。 

○委員長（佃 昌樹）途中ですが、ここで休憩

をいたします。 

 再開は１３時といたします。 

～～～～～～～～～～     

午前１１時５８分休憩     

～～～～～～～～～～     

午後 ０時５７分開議     

～～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）休憩前に引き続いて会議

を再開します。 

 所管事務調査について、御質疑を願います。 

○委員（帯田裕達）２、３お伺いします。 
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 この電気バスは、メーカーはどこなのか。それ

と、車検を受けるときは、この薩摩川内市内で受

けられるのか。あと、もう一つは、商工会の補助

金が当初より１，０００万円減っているわけです

よね。合併からすると。 

 目的は、活性化事業等の充実とか、入っている

わけですね。それぞれの団体の。 

 合併しても、支所は残っているわけですね、商

工会も、それぞれの地域に。若い人たちを中心に、

一生懸命、空き店舗がないようにとか、その空き

店舗を利用して、何かできないかとか、いろいろ

試行錯誤しながら、これから頑張ろうというよう

な状況の中で、１，４００万円、２５年度もそう。 

 あと、２，４００万円から合併を理由にそうな

ったんだろうと思いますけれども、そこら辺の考

え方はどうなのか、教えてください。 

○商工振興課長（宮里敏郎）まず、１点目の電

気バスのメーカーについてですけれども、この電

気バス自体は、契約の相手方は三菱重工さんでご

ざいますけれども、車両自体は、韓国のヒュンダ

イの車両というふうに聞いております。 

 それから、車検についてですけれども、これは、

輸入する段階で、まず日本車に適応した、輸入適

応の基準をクリアしていただきます。車検につい

ては、最終的には、鹿児島運輸支局で、鹿児島県

が発行する営業ナンバー、それを取得する必要が

ございますので、鹿児島の運輸支局で車検を受け

て営業ナンバーを取得するということになってお

ります。 

 もう１点の商工会の補助金のことでございます

けれども、商工会の補助金につきましては、今ご

ざいましたとおり、平成１９年に合併をいたしま

した。合併して、人員等の整理等もしていただい

た中で、補助金についても、近隣の商工会、同じ

ような、類似の商工会と同じレベルぐらいまでに

は、節約をしながら金額を節減していこうという

ことで、商工会と一緒に協議をしてまいったとこ

ろでございます。 

 ２４年度から１，４００万円という金額でなっ

ておりますけれども、大体、他の霧島、鹿屋等の

水準と同じぐらいというレベルになってきており

ます。 

 ただ、これはあくまでも運営補助でございまし

て、特に商工会の方たちにつきましては、先ほど

もちょっと述べましたけれども、独自に物産販売

事業、地元の商店、商工業者が発行する特産品の

販売事業、海幸・山幸事業であったり、入来の活

性化、商店街の活性化事業であったりということ

で、独自に取り組む事業につきましては、別途、

事業補助ということで、一部、支援をさせてもら

って、商工会の事業がスムーズにいくように、支

援をさせていただいているところでございます。 

○委員（宮里兼実）今、帯田委員がバスの質問

をされましたけれども。新車ですから、まず韓国

産であっても、鹿児島の運輸支局でナンバーをつ

けないかんわけだから、鹿児島運輸支局まで持っ

て行って。そして、そこの運輸支局には、それの

充電する設備があるんですかね。 

 もし、あそこでナンバーをつけてくるわけです

から、走行能力は４５キロとおっしゃいましたよ

ね。川内まで帰り着くのけ。途中で、谷山からや

ったら、高速を走ってくれば、ぎりぎりかどうか

わからんけれども、そうなった場合は、どうする

んで……。 

 ２回目以降は、こっちディーラーが４社あるか

ら、そこででも車検は受けられるんだと思うんで

すけれども。まずは谷山から川内まで走ってこれ

るけ。 

○商工振興課長（宮里敏郎）走行距離のことと

車検のことなんですけれども。車検につきまして

は、先ほど言いましたとおり、最終的には鹿児島

県の営業ナンバーをとらないといけないので、鹿

児島の谷山にある運輸支局で車検を受けて、緑ナ

ンバーを交付してもらいます。 

 車両については、今、営業改造をしないといけ

ないので、中に両替機を乗せたりとか、運賃箱を

乗せたりとか、表示板をしたりというのを、最終

的にそれをやるのは、鳥栖の工場でやるというふ

うに聞いております。 

 そこから、要するに車検を受けて、薩摩川内市

に届けるまでを、三菱重工と契約しておりますの

で、三菱重工さんは、自走するんじゃなくて、そ

れはトレーラーに乗せて持ってくるということを

聞いております。 

 ですから、車検を鹿児島まで持って行って、鳥

栖の工場で幾らか充電されてくると思うんですけ

れども、最終的に、鳥栖のほうから鹿児島の運輸

支局のほうに持って行って、そこで車検を受けて、

薩摩川内市にきちんと届けるというところまでは、

自走じゃなくて、トレーナー搬入というふうに聞
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いております。  また、今、２回ほど発行しておりますけれども、

青マガというマガジン雑誌のほうに、市内の中小

企業の方々が登録していただいておりまして、そ

の登録数も、１回目より２回目のほうは倍になっ

てきております。また、年明けに発行される分に

ついても、さらに１００社ぐらいになるというふ

うに聞いておりまして、そういう意味では、ＦＭ

効果が出てきているのかなというふうには思って

いるところでございます。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）委員外議員の発言を認め

ます。 

○議員（小田原勇次郎）ありがとうございます。

１点だけ質問を、その前段としては質問ではない

んですが。 

 中心市街地のいろんな議論等があられた中で踏

まえて、我々も、私は監査委員を拝命しているの

で、監査の中でも議論をしているんですが。 

 質問でございました中小企業対策利子補助でご

ざいます。今、小田原議員がおっしゃったとおり、

これはリーマンショックのときに３０％から

１００％にし、上限を対象１，０００万円と。

３年間１００％ということでやっております。 

 まちづくり薩摩川内さんが、３月２日に開業し

たＦＭさつませんだい効果。このＦＭさつません

だいによって、地域の魅力を市民の方々が共有で

きる情報を、自分のまちの魅力を共有できるとい

う、非常に今、ありがたい傾向が出てきつつある

のかなというふうに思っております。 

 これも当初、リーマンショックに対する緊急的

な経済対策ということで、数年後は、２、３年が

また見直しをしたいということで考えておりまし

たが、２３年３月の大震災で、原発１・２号機が

停止したことに伴い、現在、引き続き、まだ地域

経済対策として、同じ制度内容で継続しているも

のでございます。 

 ここあたりが、また中心市街地の活性化の方向

へもつながっていくような仕掛けを、また今後、

いろいろと皆さん方で、非常に企画力のあるまち

づくり川内の、今、機動力があるというふうに思

っておりますので。そこらあたりは、十分に御活

用いただければありがたいかなというふうに、こ

れは一つの思いを述べさせていただきました。 

 今、来年度の当初予算に向けて、予算要求して

いる時期なんですけれども、まだ１・２号機の再

稼働のめどが立たないということ等もございまし

て、それと中小企業者の方、さらに金融機関から

の話を聞きますと、この対策利子補助があること

で、企業の倒産が防げている分もかなりあるとい

うことで、評価をいただいておりますので、まだ

景気が回復するまでは、担当課といたしましては、

今の現状で続ける必要があるのかなとは思ってお

ります。 

 １点質問なんですが、中小企業対策の利子補助

金、これは岩切市長が就任当初、リーマンショッ

クの経済、不景気がありまして、その景気浮揚対

策として、当初、３０％の補助であった分を、

１００％補助に上乗せをしまして、当時、

３，０００万円の予算が１億になったというよう

なふうに理解をしておるんですが。今後の考え方

として、ここらあたりの景気が持ち直して、この

制度をどういうふうに存続していかれるのか。旧

来の３０％に、いつかの時点で戻されるのか、そ

こあたりの判断基準をお聞かせ願えればと思うと

ころなんです。 

 ただ、これをずっと続けるというわけではなく

て、例えば、原発の１・２号機の再稼働のめどが

ついた時点等で、また補助率ないし中身について

は、見直しをしていきたいという考えではいると

ころでございます。 

○商工振興課長（宮里敏郎）質問ではございま

せんでしたけれども、ＦＭの効果のことを言って

いただきました。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、商工振興課を終わります。 

 終わる前に、森永委員のほうから、別件であり

ますので。  ＦＭについては、最近、特にリスナーが多くな

って、中心市街地で行われますいろんなイベント

とか、あるいは地域で行われるイベントの紹介等

もしていただき、各イベント会場のほうでも、そ

の分、参加者が多くなったというふうに聞いてい

るところでございます。 

○委員（森永靖子）市民の声として聞いてくだ

さい。 

 １点は、駅のエレベーターの件ですが、市のほ

うから駅のほうにお願いしていただきたいと思い

ますが。夏は冷房がきいているんですけれども、
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冬も寒いんです。エレベーターの中が。１階から

２階にちょこっとだけ上がるだけの距離なんです

が、誰かが駅に言われたら、最初のつくり方が失

敗だったんだよなと言われたそうで、事実かどう

かは確かめてないのでわかりませんが、言われた

のよって。だから、市のほうからでも言ってもら

うように、お願いしてくださいと言われたのが

１点です。 

   △企業・港振興課の審査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、次に、企業・

港振興課の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１４９号 薩摩川内市川内待合所

条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（佃 昌樹）まず、議案第１４９号薩

摩川内市川内待合所条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。  あともう１件は、バス。ずっと市内、いろんな

ところ見るんですが、バス停にバスの時刻表を書

いてある。これもまた、バス会社のほうに言って

いただきたいという市民の声です。 

 当局の補足説明を求めます。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）それでは、議

案第１４９号薩摩川内市川内港待合所条例の一部

を改正する条例の制定について、御説明申し上げ

ます。 

 バスの時刻表を、下のほうに書いてあるんだそ

うです。椅子に座ってて、何時かなと、下のほう

をのぞいて見ておられたら、荷物を持ってた人が、

自分の荷物を取られるのかと思って、「人の荷物

をないごんな」って言われて嫌な思いをしたので、

そのことをバス会社に言われたんだそうです。そ

したら、何か決まりだとか、何とかって言われた

そうで、そのバスの時刻表を、見える位置に、座

って、人の足元までのぞかんでもいいように、見

える位置に書いてもらうようにお願いしてくださ

い。 

 議案その１、１４９－１ページをお開きくださ

い。 

 提案理由につきましては、本会議で説明済のた

め、省略をさせていただきます。 

 １４９－２ページが、改正条文になりますが、

説明は事前に配付させていただいております別途

議会資料（商工観光部）により、説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 議会資料の１ページをお開きいただきたいと思

います。  それは、どこの場所、２、３カ所言われました

が、その方は自分で車に回りながら、嫌な思いを

したので、だいたい見たら、そういう箇所が何カ

所かありました。 

 それでは、資料に基づき、説明いたします。 

 条例改正の基本方針のところでございますが、

まず、条例の名称を「川内港待合所条例」から、

「川内港待合施設条例」に変更し、今回、新設い

たします高速船の待合所関連施設を、「高速船

ターミナル」と称し、追加いたします。 

 私は自分で確かめてないので、言うのも何です

が。弱者の、市民の声として、聞いてくださいと

いうことでしたので、一応、ここでお伝えしてお

きたいと思います。  この高速船ターミナルは、待合所周辺広場駐車

場を総称する名称としておりまして、位置は、港

町京泊６１３１番地２３でございます。 

○委員長（佃 昌樹）別件でありますので、対

応ができるところは対応していただきゃありがた

いと思います。  次に、現行条例では、従来ございます川内港待

合所、コンテナ航路のほうにございますが、こち

らのほうが指定管理による管理のため、「指定す

るものに行わせる」となっておりますが、高速船

ターミナルは、直営による管理とするため、「指

定するものに行わせることができる」というふう

に、改正をいたします。 

 以上で終わります。 

 御苦労さまでした。 

 協議会にかえますので、協議会として対応して

もらいたいと思いますが。 

～～～～～～～～～     

午後１時１３分休憩     

～～～～～～～～～      次に、条例改正の概要でございますが、まず､休

所日でございます。高速船ターミナルについては、

設定をせず、１年間３６５日、開所することとい

たします。 

午後１時１４分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）本会議に返します。 

──────────────  次に、使用許可及び使用料については、従来ど
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おり、薩摩川内市公有財産規則の規定によること

といたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。  次に、使用時間でございます。 

 討論はありませんか。  船舶の運行に応じ、変更が必要なことから、条

例から削除をさせていただき、別途、規則で定め

ることといたしました。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。 

 採決をいたします。  ３項に記載のとおり、規則で定める使用時間、

開所する時間でございますが、これは４月から

９月は、７時３０分から１８時３０分、１０月か

ら３月は、７時３０分から１７時５０分といたし

ます。 

 本条例を可決すべきものと認めることに御異議

ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）異議なしと認めます。 

 よって、本条例は可決いたしました。  なお、待合所内に入居いたします売店、事務所

の開所時間は、別途定めることとしております。 ────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

 また、その他関連しまして、所要の規定の整備

を行っております。 

○委員長（佃 昌樹）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 施行日につきましては、平成２６年４月１日か

らとしております。 

 以上で説明を終わりますが、数値など、細かな

データ等の回答につきましては、課長代理以下、

グループ長からも回答させますので、御了承いた

だきたいと思います。 

 当局の補足説明を求めます。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）それでは、議

案第１６９号平成２５年度薩摩川内市一般会計補

正予算のうち、企業・港振興課分について、御説

明申し上げます。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）ただいま、説明がありま

した。 

 歳出について御説明いたします。 

 予算に関する説明書の２９ページをお開きくだ

さい。  御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）使用時間の件で、１点質問

します。 

 ２款１項８目国際交流費、説明欄の事項、国際

交流施設等管理費４５０万円は、平成２５年８月、

外国人宿泊施設の南側斜面の一部崩壊があったた

め、補修工事に要する工事請負費でございます。 

 夏場が１８時３０分まで、冬場が１７時５０分

までと、これは当然、船舶の運航時間に応じてこ

ういうふうになされるわけですけれども、もし、

将来的に、将来的というか、本当は近い将来、そ

う望むんですけれども、例えばレストランですと

か、そういう民間の飲食業が、サービスとして入

りたいと。入った場合は、そのタイミングに合わ

せて、この時間というのは変更なさるんですか。

それとも、この時間内でしか営業できませんとい

うことになるんでしょうか、どっちなんでしょう。 

 詳細については、後ほど、また説明させていた

だきたいと思います。 

 次に、４６ページでございます。４６ページを

お開きください。 

 ７款１項２目商工振興費、説明欄の事項、川内

港利活用推進事業費４２０万円は、川内港でタグ

ボートが必要な場合、鹿児島港などから回航する

必要があるため、その回航費用の２分の１を補助

するもので、鹿児島川内貿易振興協会へ補助する

ものでございます。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）特別に、そう

いう開所を、この枠から外れてする場合は、特別

に許可できるように、規定の中ではしております。  こちらのほうも、詳細は後ほど説明させていた

だきたいと思います。 ○委員長（佃 昌樹）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  次に、丸の三つ目、事項、企業立地対策費でご

ざいます。７００万円の減額で、企業立地支援補

助金の実績見込みによる減額でございます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の発言を認めます。 
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 次 に 、 事 項 、 甑 島 航 路 事 業 費 ４ ３ ４ 万

７，０００円でございます。甑島各待合所の自動

ドアなどの施設修繕費用と、川内港高速船ターミ

ナル待合所のオープン前１カ月間の管理費用、及

び３月２９日、３０日に予定しております完成記

念式典等を実施するための委託費でございます。 

 それでは、補正の主な事業の内容について、説

明をさせていただきます。 

 別途、企画経済委員会資料の５ページをお開き

ください。 

 まず、国際交流費の外国人宿泊施設南側斜面補

修工事でございます。平成２５年８月に、外国人

宿泊施設の南側の市有地斜面に、一部、崩壊があ

り、補修の必要が生じたものでございます。 

 位置図にありますとおり、施工箇所が外国人宿

泊施設の右下の斜面の一部になります。平面図の

ほうに、復旧延長１４．５メートルということで、

しるしをつけてございますが、この箇所が工事施

工箇所でございます。 

 隣接下側のほうでございますが、家屋がござい

ますが、左側は倉庫、右側は住居となっており、

両家屋の間になっております。 

 工事内容は、記載のとおり、ブロック積工を

４３平方メートル、排水工を１４メートルという

ことで、予定をしております。 

 次に、６ページをお開きください。 

 川内港利活用推進事業費の川内港タグボート補

助金について、御説明をさせていただきます。 

 まず、補助制度の必要性、現状等でございます。

現在、川内港には、外貿定期コンテナ船に対応す

るタグボートがなく、現在、タグボートを使用し

ておりますチップ船については、鹿児島港にいる

タグボートを回航しております。 

 川内港を利用するコンテナ船は、これまで

３，０００トン級で、タグボートを使用せずに、

入出港をしておりますが、平成２５年８月２５日

に就航いたしました中国上海航路のコンテナ船が

６，０００トンと大型となり、今後、さらにコン

テナ船の大型化が予想をされております。 

 このような中、川内港では、年間を通して北西

の風が吹いておりますが、特に冬場が強く、離岸

が難しい状況が予想をされております。 

 タグボートの費用は、通常、船会社または代理

店が負担をいたしますが、川内港はタグボートが

いないため、この回航費用を含め、１６５万円と、

ほかの常駐の港と比較すると、多額の経費を要し

ている状況にございます。 

 また、川内港にタグボートを常駐させることは、

現時点においては、非常に厳しく、経費と時間を

要することとなります。 

 このようなことから、川内港の利便性を高め、

貿易を促進するため、船会社等の負担軽減を図る

こととし、本補助金を創設するものでございます。 

 次に、補助制度の概要でございます。 

 まず、開港費用の上限を、鹿児島港からの開港

費を１６５万円と定めております。 

 次に、川内港にタグボートが、仮に配備されて

いても、必要な経費、これを基準料金といたしま

す。この経費は、接岸、離岸の費用ということに

なりますが、これを基準料金としまして、志布志

港の場合を参考にして、表のとおり定めておりま

す。 

 この費用は、開港費用から差し引くこととして

おります。 

 また、船会社もメリットを享受することから、

経費の一部について、補助することとして、補助

率を２分の１としております。 

 次に、平成２５年度、見込まれる補助金の額で

ございますが、中国航路で使用されるコンテナ船

の１回当たり補助金額を算出しますと、船の大き

さから、表の７，０００トン未満に当たり、

７０万円となり、平成２６年１月から３月の間に

６回、使用するということを想定し、今回、

４２０万円を計上させていただいております。 

 また、補助金の支給でございますが、鹿児島川

内貿易振興協会を通じて、船会社等へ支払うこと

としております。 

 次に、７ページでございます。甑島航路事業費

の委託料、就航記念式典等の委託の内容等につい

て、説明をさせていただきます。 

 資料の（１）のところには、スケジュールを掲

載してございますが、全協で説明をいたしました

内容を再度掲載しております。 

 この中で、今回、補正をお願いしておりますの

は、２９日の記念式典等と、３０日の体験試乗会

に係る会場設営費や、体験試乗会等にかかる経費

でございます。 

 計画しております予定行事の内容について、説

明させていただきます。 

 まず、２９日土曜日でございますが、８時
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４５分から運航事業者によります安全祈願祭を

３０分程度実施し、その後、９時３０分から、高

速船待合所シャトルバスの完成記念式典を、駐車

場にテントを張って実施する予定でございます。

招待者は１００名程度と考えております。 

 次に、１０時３０分から１１時３５分の間、招

待者１００名と、メディア、旅行エージェントの

方々の高速船待合所、シャトルバスの内覧会と、

高速船の体験試乗会を実施したいとしております。 

 試乗会は、川内港から外海のほうへ、２０分程

度出ることとしておりますが、天気が荒れた場合

は、川内港内のみで実施をしたいと考えておりま

して、順延はしないこととしております。 

 式典参加者のほうは、午前中で終了するスケジ

ュールとしております。 

 午後からは、午前中の１００名とは別に、市内

外の関係者、約２００名程度を招待し、１３時か

ら１５時１０分まで、同じように内覧会と体験試

乗会を実施したいと思っております。 

 体験試乗会のほうは、１００名ずつの２回に分

けて実施したいと思っております。 

 これが終了した１５時３０分から１７時ごろま

で、高速船待合所、シャトルバスについての一般

公開を実施したいと考えております。 

 ここでは、高速船の体験試乗会は実施しない予

定でございます。 

 次に、３０日は、市民の体験試乗会を実施いた

しますが、まず、長浜港で９時から歓迎式典と港

周辺での体験試乗会を４０分間、一般公開の内覧

会を３０分程度行いたいと思っております。 

 試乗会のほうは、市民１００名程度を予定して

いるところでございます。 

 長浜港終了後、１１時２０分から、里港で同じ

ように実施をさせていただいて、川内港のほうに

きまして、１４時２０分から川内港のほうでは体

験試乗会を、こちらも１００名ずつの２回に分け

て、実施したいと思っております。 

 体験試乗会の対象者が、甑島２港１００名ずつ

の２００名と、川内港での２００名、合計

４００名でございますが、これらについては、公

募を行いたいと考えております。 

 なお、申込者が多い場合は、抽せんにより決定

したいというふうに考えているところでございま

す。 

 なお、３０日が荒天で運航できない場合は、

３１日に、１日だけは順延して実施することとし

ております。３１日が実施できない場合は、中止

ということを考えているところでございます。 

 今回、歳入の補正はございませんので、以上で

一般会計補正予算に係る説明を終わらせていただ

きます。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 

○委員長（佃 昌樹）ただいま、説明が終わり

ました。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案を一時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

を行います。 

 当局から所管事務について、報告をお願いしま

す。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）それでは、委

員会資料に基づき、説明をさせていただきます。 

 委員会資料の８ページをお開きください。 

 説明は、前回以降、動きのあった事項について、

説明させていただきたいと思います。 

 初めに、国際交流関係でございます。 

 まず、中国常熟市交流事業公式訪中団派遣につ

きましては、１０月１６日から１９日の日程で実

施いたしました。 

 次に、韓国昌寧郡交流事業につきましては、公

式訪日団受け入れを、１１月７日から９日に実施

しております。 

 次に、９ページをお開きください。企業誘致関

係でございます。 

 まず、ＦＩＭ対策でございます。離職者受け入

れ以降につきましては、１１月３０日現在、

６２社１８２名の求人情報を寄せられ、随時、面

接等を行っていただいているところでございます。 

 また、跡地利用につきましては、現在、ＦＩＭ

により更地化工事に着手をされておりますが、こ

の跡地購入につきましては、これまでＦＩＭによ

る企業誘致が進まなかった場合、最終手段として、

－28－ 



市または土地開発公社で購入することを検討して

いきたいというふうにしておりましたが、ＦＩＭ

から市へ購入の申し出が、正式にございましたの

で、現在、市か土地開発公社で購入する方向で、

基本合意書について、協議をしているところでご

ざいます。 

 次に、薩摩川内市企業連携協議会の設立でござ

います。 

 概要は、記載のとおりですが、目的は、市内企

業間及び産学官金の交流、情報交換、提携等を図

り、市内企業の課題解決を図り、企業及び市経済

の発展、雇用の拡大を図ることとして、当日、

７０社の会員と、協力団体、オブザーバーに参加

をいただき、設立総会と交流会を実施いたしまし

た。 

 なお、ＦＩＭの従業員のほうにつきましては、

１０月末で業務が終了し、工場を閉鎖。残務整理

のため、管理部門２９名を残し、転社、グループ

内再配置、退職となっております。  連絡協議会の役員といたしまして、会長に株式

会社岡野エレクトロニクスの田中社長さん、それ

に、副会長に豊瑛電研株式会社川内工場の徳永専

務取締役、副会長にもう一人、株式会社ア・トス

フーズの小田原代表取締役を選出し、研修会やビ

ジネスマッチング、交流会の実施など、事業計画

の承認をいただきました。 

 転社のほうが１５９名、グループ内再配置が

２名、退職が５０４名というふうに聞いておりま

す。 

 次に、企業誘致に係る企業訪問でございます。

訪問者数は、１１月末現在で、見本市展示会での

調査も含め、１１３社を訪問。現在、１５社につ

いて、立地に向けた交渉を継続しているところで

ございます。 

 本協議会には、幹事会を設置することとしてお

ります。この幹事会を中心に、民間主導による事

業実施を行っていきたいというふうに考えており

ます。 

 次に、市内立地企業訪問につきましては、

９５社を訪問しております。 

 次に、薩摩川内市企業立地支援補助金対象事業

者の立地協定を２社行っております。 

 なお、２月１４日には、ビジネスマッチングの

開催も予定をしているところでございます。 

 ９ページから１０ページにかけて、２社の概要

を記載してございます。両者とも、市内企業の増

設ということになりますが、ア・トスフーズさん

は食品加工でございます。今回、さつま揚げの製

造部門を増設されており、操業を開始されており

ます。 

 次に、資料１２ページでございます。甑島航路

関係です。１０月末の利用者数でございます。対

前年同月比９７．３％と減少しておりますが、前

回報告からしますと、少し持ち直してきたところ

でございます。 

 次に、高速船甑島の新ダイヤ・運賃についてで

ございますが、消費税の引き上げに伴います運賃

引き上げについて、現在、国のほうと協議を進め

ているところでございます。 

 １０ページに、中園機工株式会社さんを記載し

てございます。部品加工、産業用機械製作で、青

山町のあいている工場を改修して、１月に操業開

始される予定となっております。  次に、１３ページでございます。開設スケジ

ュールでございますが、表中の黒丸が、着手済み

の項目でございます。ほとんど着手したところで

ございます。 

 ２社で１３名の新規雇用がされる予定でござい

ます。 

 次に、地域成長戦略促進補助金の申請状況でご

ざいます。  なお、船舶建造のところの２月のところに記載

をしてございます、高速船甑島の貸し付けについ

てでございます。これにつきましては、議会の議

決が必要ですが、船舶登記や、国の検査等のスケ

ジュールから、３月議会の初日に提案、審議いた

だく予定としております。 

 問い合わせが５４件となっており、今月２７日

までが本年度後期の応募期間となっております。 

 現在、中越パルプ工業株式会社から、指定申請

書の提出があったところでございます。今後、書

類審査を進め、企業立地審査会への諮問、答申、

助成対象事業者としての指定という手順となって

まいります。 

 今後、進捗状況等を見ながら、随時、説明を行

ってまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。  次に、企業誘致サポーターにつきましては、

５２名で、前回より５名ふえております。  ４月２日の就航に向けまして、関係者とも連携
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を図りながら、一丸となって取り組んでまいりた

いと考えております。 

 市内企業の場合は、景況感ということで、４点

まとめられているんですね。 

 次に、１４ページでございます。施設整備等の

状況を出しております。ごらんいただきたいと思

います。 

 市外の企業訪問された景況感はどうなんでしょ

うか。 

 以上、２点です。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）まず、ＦＩＭ

の跡地の話で、建物について、どうなるかという

ことでございますが、市の方針としましては、一

応、更地化して、購入したいということで、意向

を伝えております。 

 その他に記載しております待合所売店等への出

店でございます。１２月２１日、あしたからホー

ムページで、また、２５日号の広報誌により、公

募を開始する予定としております。 

 次に、１５ページでございます。 

 更地化の工事に、ＦＩＭのほうでも入っている

ということになります。 

 川内港利活用関係で、まずコンテナ取扱量でご

ざいます。１１月末の取扱数量が、対前年同期比

９８．８％となっており、現在のところ、過去最

高となった昨年のペースを少し下回っている状況

でございますが、１２月末では、大体、昨年並み

になるのではないかというふうに予想していると

ころでございます。 

 それから、市外の企業等の景況感ということで

ございますが、特に、景況感ということで、聞い

てはいないんですけれども、訪問する中では、や

はり全体的な傾向というのがございますけれども、

海外への進出とか、特に東南アジア等への進出を

考えているとか、そういう話がございます。  次に、外航船の入港状況でございます。１１月

末で、対前年同期比６８．８％、うち検疫対象船

は６３．８％となっております。 

 大手のところは、それなりに不況といいますか、

だんだん回復してきているような感じがいたしま

すけれども、やっぱり小さなところは厳しいとい

うような状況にあるというふうに感じております。 

 理由は、そこに書いてございますように、燃料

輸送船が国内輸送になったためというふうに考え

ております。  以上でございます。 

○委員（谷津由尚）本市の財政のプログラムの

成長戦略の中で、一番キーになっているのは、こ

の企業誘致４０社なんですね。平成３２年までに

４０社やると。 

 １６ページでございます。 

 その他ということで、川内港の貿易を促進する

ため、本年度、川内港ポートセミナーを、１１月

２１日に鹿児島市で開催いたしました。 

 それは四つのビジネス分野に特化してやるとい

うことで、今、明確に目標、それだけの明確な目

標を定めてやられているんですが、今、私が、市

外の企業の景況感はどうなんですかという質問を

させていただいたんですが。今おっしゃった以外

に、情報というのはたくさんあると思うんですが、

その情報をどう生かされているのかというのが、

私はわからないんです。 

 当日の参加者は、国・県関係機関、事業者、

１２１名に参加をいただき、研修と交流会を実施

いたしております。 

 企画経済委員会の委員の皆様にも、多数、参加

をいただき、ありがとうございました。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますよう、お願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 委員の御審査お願いいたします。  いろんな経費を使って、今、平成２５年度で延

べ１１３社訪問されて。今までの、合併後からい

きますと、累計で３４０社ぐらいだったと思いま

すね。延べでですね。 

○委員（谷津由尚）２点質問します。 

 まず、９ページの５、企業誘致関係のＦＩＭ対

策なんですが。跡地利用について協議中って、今

あるんですけれども、これは、確認ですが、現在

あるＦＩＭさんの建屋というのは、どうなるんで

しょうか。これが一つ目です。 

 そこで、本市の強み、弱みというのも、多分、

出てきているでしょうし、それをどう生かされて

いるのか。 

 二つ目が、企業誘致に係る企業訪問ということ

で、現在、１１月末で１１３社と、これは市外の

企業だと認識しますが、ですね。 

 これ、一般質問でも言わさせていただきました

が、平成２８年までに、実は、そのうちの２０社

は企業誘致しますよという目標になっているんで
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すね。あと４年ですよ。こんな感じで、私は本当

にできるんかなというのがあるんです。 

 二つ目です。四つのビジネス分野に絞っている

わけですから、その企業訪問される、ターゲット

する企業というのは、もう絞り込まれているはず

なんですよね。昨年の１１月ですよ、これができ

ましたのは。 

 もう１回お聞きします。市外の企業を訪問され

たときの、その辺の景況感というか、本市に対す

る当たりの強さとか弱さとか、本市が是正すべき

こととか、もうちょっと教えていただけませんか。  成長戦略ができましたのはことし６月ですよ。

その時点で、今の、どうもその課長のお答えは、

できるだけ多くの企業をというふうにおっしゃっ

たんですが。ちょっと違うかなというふうに、私

は理解をしたんですけれども、そこはどうですか。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）市外へ企業訪

問したときには、本市の強みということで言いま

すと、川内港があるとか、新しい地域成長戦略の

補助金をつくりましたとか、電源地域としての電

気料の補助がありますとか、そういうことも含め

てお話をさせていただいております。 

 以上、二つです。 

○企業・港振興課長（奥平幸己）弱みに対する

うちの対応ということでございますが、確かに、

相手さんから、「関連企業で、メッキなんかの工

場がありますか」とか、「うち、なかった」とか

という、そういう会話が出てまいります。 

 その中で、少しでも本市にというような動きが

感じられましたら、間髪、余り時間を入れずに、

次の訪問を、また行ったりというふうに、積極的

に訪問をさせていただいているところでございま

す。  そのときには、企業間の協力できる企業を見つ

けるとか、そういうことで、帰ってきてから検討

をして、対応をさせていただいているということ

になります。 

 今回、新しい医療とか介護とか、そういう分野

も設定をさせていただきましたので、新しい訪問

企業の開拓というのも、必要になっておりますこ

とから、現在、その見本市展示会、そういうとこ

ろで、なるべく多くの企業さんと接触をして、企

業さんの動向と、進出の可能性とか、そういうと

ころを探り、少しでもそういう薩摩川内市でもと

いう話、感じられれば、訪問をしたいというふう

に考えているところ、現在、そういうことで取り

組んでおります。 

 工業団地につきましても、民間の企業等はスト

ックをさせていただいておりますので、そういう

いろんなところ、そういうストックしている企業

を紹介をさせていただいたりとか。なるべく克服

できるような方向で、帰ってきてから検討をして

ということで、対応を今しているところでござい

ます。 

 それから、四つの分野に絞り込んでということ

でございますが、先ほど言いましたように、新し

い企業さんを見つけなければならないというのが

ございますので、先ほど言いましたように、なる

べく多くの企業さんを回って、絞り込みを図って

いきたいということでございます。 

 今後、現在、この１５社と接触を図ってという

ようなことを書いてございますけれども、この中

でも、２社から３社につきましては、かなり意欲

が高いような感じを受けておりますので、そこに

つきましては、副市長とも一緒に訪問をさせても

らったりとかしながら、なるべくこっちに向いて

いただけるように、取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

 食品とかの分野につきましては、ある程度、こ

れまで接触をしているところもございますし、そ

ういうところを重点に回ったりとかしております

けれども、新しい分野では、まず訪問する企業を

見つけなきゃいけないということで、そういうふ

うに取り組んでいるところでございます。 

○委員（谷津由尚）弱みに対する、１点目の質

問が、本市の弱みを指摘されたときに、それに対

しては、どういう答え方をされているのか、これ

が一つ目です。 

 例えば、薩摩川内市は、こういうところがない

ですよね。例えば、工業団地でもいいです。こう

いう規模の工業団地が、今、ありませんよね。と

いうようなことを言われたときに、どういうふう

にアクションされようと、お答えされているのか、

一つ。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）高速船甑島の就航に向けて、

着々と準備が進められております。 

 先ほど、林務水産課のときにもありましたよう

に、川畑委員のほうからも言われましたように、

あそこに何か直売場並びに飲食、食堂ができるよ
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うなことはできないのかという話がありましたが。

実は、僕は港のところになるまで、発言は控えて

たんですけれども、今、薩摩川内市の料飲業と、

川内漁協さんと、かなり話が進んで。川内漁協さ

んと、今度は甑島の漁協さんと話をして、あそこ

に魚の直売場、もしくは加工場、それと料飲業が

出店する、飲食、食堂を、そこでさばいた魚を食

べさせようということで、事業計画書もかなり進

んでおります。 

 漁協さんも１００％協力するということで、ま

た課長、部長のところに相談等もあられると思い

ますので、ぜひ必要な施設だということを認識し

ていただいて、前向きに検討していただきたいと。 

 もちろん、県有地でありますし、その辺がなか

なか難しい。じゃあ、建屋はどうするのとか、い

ろんな条件はクリアしなければならないのがあり

ますけれども、それは行政の力で、何とか乗り切

っていただいて、あそこに平面図、全部できてお

りました。きょう、実は今さっき、僕は呼ばれて

て見に行ったんですけれども、かなり計画が進ん

でおりますので、漁協さんを全面に立てるような

形でいいですから、何とか実現に向けて、あそこ

が一つの核となるような地域にしてもらいたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○商工観光部長（末永隆光）料飲業組合並びに

漁協のほうから、事前に相談は受けておりました。 

 ただ、まだ事業計画というものを見ておりませ

んので、中身を見てからということになりますが。

用地については、これは本会議でもちょっと答弁

したんですが、県有地でありますので、いろいろ

制約があろうかと思います。県のほうに、いろい

ろ相談をしたいというふうに考えております。 

 こういった民間主導で出てきた案件でございま

すので、このことは非常に評価したいなというふ

うに思っていますし、できる限り支援をしていき

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（帯田裕達）なるべく前向きに、真剣に

検討していただきたいと。 

 そしてまた、最近、串木野にもマグロの館とか、

食に関する話題が、各地いっぱい出てきておりま

すので、薩摩川内市がそういうのはないと、甑島

をＰＲするんだったら、魚だと思うんですね。や

はり、川内港でとれたマダイとか、甑でとれたキ

ビナゴとか、そういうのを販売できるような形で、

一生懸命、料飲業とタイアップしてやろうという

ことで、前向きに検討していらっしゃいますので、

何とかそこをお力添えいただきたいと思いますの

で、検討よろしくお願いします。 

○委員（川畑善照）私が前から言っているのは、

そこなんです。それに、魚市場も、先ほどちょっ

と聞いたら、１０何人しか仲買がいないと。採算

が合うはずないんですよ。だから、今の現状も知

りたいし、これはもう課が違いますけれども。 

 それと、青果市場ですね。これも全部まとめる

べきですよ、本当は。そして、観光物産協会がで

きましたね。ここも入り込んで、やはり駅は駅で、

きやんせふるさと館でいいんですけれども。要は、

高速道路やら港を使って、蓬莱館並みぐらいはで

きると思うです、平家ですから。 

 それぐらい意気込みを持ってほしい。でないと、

川内に人は寄りつきませんよ。やっぱり大事な問

題だと思うんです、そこは。だから、ここで語る

んじゃなくて、全部入れ込んでいくんですよ。そ

うすることによって、すばらしいアイデアが、知

恵が出てきます。 

 関連しますけれども、やはりそういうイベント

にしても、同時開催、連続で、すると。観光も一

緒です。これまた課が違うんですけれども。 

 いずれにしても、そういう連続性やら、同時開

催とか、その段取りをとるのが役所であり、まち

づくり会社であり、観光物産協会だと思うんです

よ。 

 そこの、ただつくったら民間ですよって。民間、

民間って言っても、裏はちゃんと理事に、市役所

の部課長さんがいらっしゃるわけだから。その段

取りをとってほしい。でないといいものができて

きませんので。ぜひ、今言ったことは私の知恵で

すので、ひとつよろしくお願いします。 

○委員長（佃 昌樹）要望であります。 

 補足説明を求めたいんですが。 

 ＦＩＭの跡地、これ、工業団地化するにはちょ

っと狭いかなという気もあったり、将来的なビジ

ョンとして、どういった構想で取得をしようとし

ているのか、その辺の追加説明と、それからもし

工業団地化して取得をする場合に、県ないし国の

補助があるものなのかどうなのか、その辺を含め

てお願いできませんかね。 

○商工観光部長（末永隆光）ＦＩＭの工場跡地

につきましては、今も交渉を進めております。 
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 面積が約１１ヘクタールございます。かなり団

地としては広い面積を有しておりますので、市と

いたしましては、引き続き、工業団地として、こ

れを買い受け、整備が必要な部分については、ま

た手を入れんないかん場合もありますけれども、

できるだけ大きな企業を引っ張ってこようと思っ

ているんですが。今、企業誘致の動向を見てます

と、なかなか、こんな大きな企業が１社、一気に

来るということは、なかなか難しいというふうに

考えておりますので、１１ヘクタールを、できれ

ば分割して、小さな企業でも進出してこられると

ころには、分割して譲渡していきたいというふう

に考えております。 

 まず、事項名、シティセールスプロモーション

事業費１００万円につきまして、御説明いたしま

す。 

 本市への送客を目的とした旅行エージェント

セールス、特産品等を紹介、販売する各種物産展、

催事、県内外に広く紹介するためのメディアエー

ジェントへの甑島添乗案内等を行い、本市のＰＲ

及び紹介を行い、本市の認知度向上と、観光客増

を図るため、積極的に、今、取り組んでいるとこ

ろでございますが、これらの事業を、さらに進め

ていくための普通旅費でございます。 

 次に、事項名、観光誘客事業費８５０万円につ

きまして、御説明いたします。 

 補助金の関係については、これまでもいろいろ

調査をしているんですが、国・県の補助はござい

ませんので、市が直接買うということになれば、

一般財源という、あるいは起債についても、これ

も調査しなければなりませんが、そういった形に

なると思います。 

 第３回補正予算の概要、５ページをお開きくだ

さい。 

 まず、（９）の事業名、イベントコンベンショ

ン誘致事業５００万円でございます。事業の概要

といたしましては、本市内でスポーツ、これは合

宿を除くスポーツ、教育、それから文化、福祉等

に関する各種大会研修等を実施する団体に対し、

イベントコンベンションの誘致を図り、本市の経

済の活性化を図るための報償金ですが、今後の申

請件数が１５件程度見込まれており、申請件数の

増加に対応するものでございます。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、企業・港振興課を終わります。 

 御苦労さまでした。  次のページ、資料は、同じ補正予算概要の

６ページでございます。 ────────────── 

   △観光・シティセールス課の審査  （１０）の事業名、旅行商品造成支援事業

３５０万円でございます。これも、今、旅行エー

ジェント等が造成する旅行商品のうち、本市の観

光ＰＲにとって、効果が高いと認められた旅行商

品に対しての助成でありますが、先ほどのプロ

モーション事業で説明しましたとおり、積極的な

セールス活動の成果もあり、今後、申請件数が

１５から２０件程度見込まれており、申請件数の

増加に対応するものでございます。 

○委員長（佃 昌樹）次に、観光・シティセー

ルス課の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（佃 昌樹）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。  次に、予算に関する説明書の４７ページにお戻

りください。 ○観光・シティセールス課長（古川英利）お

世話になります。観光・シティセールス課です。  事項名、観光施設費４，８６０万円につきまし

て、御説明いたします。  それでは、議案第１６９号平成２５年度一般会

計補正予算のうち、観光・シティセールス課分の

歳出予算について、御説明申し上げます。 

 まず、燃料費でございます。観光船かのこの運

航回数が、昨年度の実績を現在で上回っており、

燃料費に不足が見込まれるため、予算を計上した

ものでございます。 

 まず、各会計予算書の予算に関する説明書の

４７ページをお願いいたします。 

 ７款１項３目観光費における補正予算額は、

５，８１０万円を増加するものでございます。 

 次に、委託料、工事請負費につきまして、補正

予算の概要、６ページをお開きください。 
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 （１１）の事業名、いこいの村いむた池、温泉

給湯管移設事業４，７２０万円でございます。 

 ここで恐縮ですが、企画経済委員会、商工観光

部の１７ページを、並行してお開きいただきたい

んですが、図面を用意させていただいております。 

 位置図をつけておりますが、事業の概要といた

しましては、ことし１０月６日に、株式会社九州

ホテルリゾートに譲渡いたしました旧いこいの村

いむた池の関連施設のうち、温泉給湯管は、泉源

からホテルまで約２．７キロ、埋設しております

が、このうち、約８７０メートルにつきましては、

８人、１２筆の民地を無償で借地しておりました。 

 現在、温泉権と送湯管につきましては、当社に

は譲渡しておらず、今後、民間所有地１２筆を、

全て市有地に迂回させた後に、譲渡を行う計画で

ございます。 

 これにつきましては、譲渡後に当会社が維持管

理を行う上で、８名の土地所有者とのトラブルを

防止する意味で、今回、譲渡による市に対する補

償問題等を回避する意味合いもございます。 

 事業の内訳につきましては、設計委託料

７２０万円、撤去工事８７０メートルと、撤去に

伴う送湯管新設工事１，７７０メートルの工事請

負費４，０００万円の追加でございます。 

 なお、この温泉給湯管移設事業につきましては、

工事規模から見る標準工期が、年度内に完成が見

込めないため、繰越明許費補正となります。 

 そこで、予算に関する説明書７ページの第２表、

繰越明許費補正、中ほどに７款１項、事業名いこ

いの村いむた池温泉給湯管移設工事、事業費

４，７２０万円を計上させていただいております。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 歳入につきまして、引き続き、予算に関する説

明書の１９ページをお願いいたします。 

 １５款２項１目１５節離島活性化交付金、

７２０万５，０００円における当課分の補正予算

額は、２４０万円でございます。 

 この離島活性化交付金につきましては、今年度

から１０年間、施行されます改正離島振興法に基

づき、導入されるもので、従来の公共事業重視を

改めて、観光産業振興といった、幅広いソフト事

業に活用できるものです。 

 補助率２分の１の交付金事業ですが、観光・シ

ティセールス課といたしましては、この交付金を

活用して、一般財源として当初予算で計上しまし

たシティセールスプロモーション事業費の、甑島

へのエージェントメディア商品事業の委託料

４７０万円の２分の１、２４０万円を国庫支出金

として財源充当するため、今回、補正を行うもの

でございます。 

 以上、観光・シティセールス課に係る第３回補

正についての説明を終わります。 

 よろしく御審査を賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（帯田裕達）ちょっと教えてください。 

 イベントコンベンションの誘致事業で、申請件

数の増加に伴うということですが、その申請件数

を増加した分まで含めて、今で何件ぐらいおるん

でしょう。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）見

込で２８件、３０件の予定でございます。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑を認めます。 

○議員（井上勝博）この温泉給湯管の施設事業

について、予想外に大きな金額なんですが、これ

を譲渡する前にわかっていたことなのか。前にわ

かっていれば、この無償譲渡ということについて、

果たしてどうなのかということも、やっぱり考え

なきゃいけなかったのじゃないかなと。 

 やっぱり、無償譲渡で民間が引き取ってくれれ

ば、市の負担も少なくなるという目的だったと思

うんですけれども、後になって、これが出てきて、

市が４，０００万幾ら負担しなきゃいけないと。

何か、ちょっと腑に落ちないというか、そういう

ような感じがするんですが、これはいつわかった

ことなんですかね。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）実

は、地権者の方とは、現在も交渉中でございます。 

 当初から、施設については建物の撤去費まで含

めると、現在の価値から差し引いて、無償でせざ

るを得ないというような考え方で進めてましたが、

ここにつきましては、無償で土地の中を、送湯管

を走らせるというか、埋設していただいてまして、

これを整備した時点で、同意書をいただいてまし

た。 

 同意書をいただきまして、今回の譲渡に伴う同
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意書というのを、さらに取り直しを、ことしの

２月から行ってたんですが、具体的に、この譲渡

が皆様の知るところになってすると、やはり相続

関係とかで、権利の主張をされる方が出てきまし

て、それに対して、今の同意書の形で、この送湯

管の埋設を認めている。認めて今後いくというこ

とについては、譲った後の権利の主張に、引き継

いだ会社が耐えられないであろうということで、

それであれば、地役権の設定か、全部撤去して市

有地にするか、二つに一つだというようなことも

ありまして、顧問弁護士とも相談いたしまして、

今後もふえるであろう、この土地の所有者からの

権利主張――例えば、土地の使用料を払ってくれと

か、こういうことをしてくれという条件闘争とか、

そういったものに対抗するには、このパイプライ

ンを、送湯管も移設したほうが、逆に安くつくの

ではないかというようなこともありまして、今回

の提案にさせていただいたところです。 

○議員（井上勝博）そういう、知られるところ

によって、住民の間でそういう権利の問題が発覚

してきたということなんですが、そうすると、調

査不足ということについては、否めないというか、

そういうふうに感じるところがありますね。 

 やっぱりそういうなのが事前にわかっているわ

けだから、そういうことも含めて想定されて、そ

して譲渡についての検討がされるべきではなかっ

たかなと。 

 後でこういうのが出てきたというのは、残念な

ことだなというふうに思います。 

○委員長（佃 昌樹）委員外議員、ほかにござ

いませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 ここで本審査を一時中止をいたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から、所管事務について、報告をお願いし

ます。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）そ

れでは、引き続き、企画経済委員会（商工観光

部）資料の１８ページをお開きください。 

 観光・シティセールスに関する取り組み状況、

第２四半期、７月～９月を中心に報告をさせてい

ただきます。 

 まず、主要統計でございますが、１４項目あり

ますが、このうち４番目の観光ガイドにつきまし

ては、２４年度実績を、この第２四半期までで超

えてございます。年間２４３件、２４年度だった

のが、第１四半期の８６件、第２四半期の

１７８件足すと、２６４件という形になります。 

 同様に、５番目の旅行ツアー、６番目の甑島商

船の旅行会社経由乗船者数、それから１０番目の

観光物産協会の売上高が、２４年度実績を既に超

えている状況でございます。 

 それから、２点目の主な取り組み状況について

は、観光・シティセールス課は、五つの柱で

２５の業務を行っておりますが、めくっていただ

きまして、１９ページでございます。 

 まず、このうち、観光誘客につきましては、旅

行ツアーの誘致、イベントコンベンション誘致が、

昨年度以上に好調で、先ほど、補正予算もお願い

したところでございます。 

 また、ガイド数が急増しているため、甑島ふる

さと案内人の会と意見交換会を実施しております。 

 また、地域観光として、県の武家屋敷観光協議

会で、入来麓・出水麓・知覧武家屋敷群をめぐる

モニターツアー等を実施いたしました。 

 １９ページの（２）①旅行ツアーの第２四半期

を見ていただくと、第１四半期３０ツアー、第

２四半期４４ツアーとなっておりますが、受入数

も約２，０００人を超えている状況でございます。 

 また、郷土会から、９月２１日から２３日に、

近畿薩摩川内会がこちらに、川内大綱引に合わせ

て来ていただきました。 

 それから、（３）ツーリズムにつきまして、①

グリーン・ツーリズムです。 

 第２四半期は、実績はないんですが、１２月

１０日現在で、受入数が１，９６３名になってお

りまして、昨年度の実績の１，１４９名を既に超

えてございます。 

 めくっていただきまして、２１ページ②ブ

ルー・ツーリズムにつきましては、甑島につきま

しては、先ほどもちょっと触れましたが、観光ガ

イドの方との意見交換会や、ふるさと案内人ガイ

ドの育成事業を、今、実施しているところでござ

います。 

 それから、２２ページの②きゃんぱくでござい

ますが、第１四半期と第２四半期を合わせまして、
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約３，８００名の参加でございます。  また、１１月３日には、グルメコンテストを行

いまして、１１月１２日からは、キビナゴラーメ

ンのインスタントラーメンの販売開始をしている

ところでございます。 

 １１月現在で、今は６，０００名ぐらいになっ

ておりまして、今年度の目標は１万人としており

まして、今のところ、計画どおり進んでおります。 

 それから、（５）地域観光につきましては、①

川内高城温泉は、具体的なことは書いてないんで

すが、旅館の経営者の方との意見交換を、随時、

今、やっているところでございます。 

 それから、２６ページ、観光施設につきまして

は、観光船かのこの利用者が好調です。本土では

ゆったり館が好調で、いむた池の件につきまして

は、先ほど説明したとおりです。 

 それから、②市比野温泉につきましては、活性

化協議会の方と、総会役員会のほかに、諸課題に

ついての意見交換を、随時させていただいており

ます。 

 それと、竜仙館につきましては、指定管理者を

１２月１０日まで公募しておりましたが、今、

１社応募がございまして、書類の審査をさせてい

ただいているところです。 

 ③の入来麓地区とは、２３ページになりますが、

現場での意見交換を行ったり、それからモニター

ツアーの実施等をしているところでございます。 

 ２６ページの下から６行目にあるんですが、い

こいの村を経営しておりました財団法人鹿児島勤

労者いこいの村は、１０月２２日付で解散してお

ります。  ④藺牟田池及び温泉地区とは、愛好会の懇談会

で意見交換させていただいております。  めくっていただきまして、②観光物産施設でご

ざいます。道の駅樋脇「遊湯館」の利用状況は、

対前年比９９％の売り上げになっておりますが、

昨年度が約１億６，６００万円でございました。

今年度の見通しとしては、達成できると考えてお

りますが、現在、遊湯館につきましては、物産

コーナーのレイアウト、それから接客、食堂メニ

ューの改良をするように、今、申し入れをしてお

りまして、取締役会の了解を得られれば、具体的

にこの辺の運営の見直しを、実際、させていただ

くことになります。 

 大きな２点目の物産販売につきましては、「こ

こは旨いの国。薩摩飯（はん）」プロジェクトで

キビナゴラーメンの開発をしております。 

 また、大綱引で「ダン木市」、はんやまつりで

「うんまか市」など、観光イベントに合わせた薩

摩川内のグルメ、産品のＰＲを初めて行ってみま

した。 

 （１）物産観光イベントにつきましては、第

２四半期１２件合わせて１，０００万円ちょっと

の売り上げでございます。 

 それから、（２）販売促進・ビジネスマッチン

グにつきましては、第２四半期は、南の逸品商談

会の参加等をしてございますけれども、１月から、

そこに書いてあります地域のじまんプロジェクト、

東京での産品商談会であるとか、１月２９日から

２月３日につきましては、伊勢丹で「大九州展－

薩摩川内特集」を行う予定になっております。 

 そして、今度の週末もあるんですが、漁協と今、

一緒になりまして、とりたて鮮魚まつりというの

をやります。甑島からの流通の実験の場というこ

とで、遊湯館を使いまして、今年度、あと何回か、

こういう川内港からと甑の港からの鮮魚を販売す

る流通実験を行いたいと考えております。 

 それから、（２）甑島（里港・長浜港）の旅客

待合所につきましては、来週、待合所の現場説明、

平面図の案ができましたので、その素案の意見交

換を行う説明会を予定しているところでございま

す。 

 それから、（３）通信販売につきましては、め

くっていただきまして、２５ページになりますが、

武雄市と一緒にやっています薩摩川内ｓｇにつき

まして、シンガポールの共同事務所を１０月に開

設して、今、個別の物産の紹介等をしていただい

ているところでございます。 

 それから、（４）竜仙館につきましては、先ほ

ど触れましたけれども、１月までに指定管理者の

審査選定を行いまして、順調にいけば、３月議会

で指定議案の提案をさせていただきたいと考えて

いるところです。 

 それから、（４）名物グルメにつきましては、

先ほど、キビナゴラーメンに触れましたが、そこ

の統計では、４８６食ということになっておりま

すが、直近の集計では、これが今、キビナゴラー

メン２，７００食の販売になっております。 

 それから、２８ページ、シティセールスのプロ

モーションにつきましては、フェイスブックの
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リーチ数が好調です。また、県内向けの新聞掲載

が好調で、ＦＭさつませんだいでのイベント情報

の発信も好評をいただいております。 

 また、広域連携の一環で、入来麓地区で武家屋

敷サミットを開催したほか、ぽっちゃん計画プロ

ジェクトでは８人のメンバーが赴任し、商品開発

に着手してございます。  ホテル・旅館のプロモーション事業として、上

期で行いましたが、九州管内のバス事業者を中心

に、積極的にセールスを実施しておりますが、新

高速船就航に伴うプロモーション活動も開始した

ところでございます。 

 残り２名、向田地区は、現在、引き続き、募集

をしているところです。 

 また、県の離島振興課の事業で、甑島のぽっち

ゃんプロジェクトをモデルとした商品開発のサ

ポートを、今、受けているところです。  ２８ページには、具体的に（２）広告・メディ

アリレーション、③テレビ放映・記事掲載の状況

を記載してございます。 

 ３１ページの②売上状況につきましては、９月

末で１，４００万円程度となっております。直近

では、１，７００万円程度になっております。  それから、めくっていただきまして２９ページ、

（３）セールス事業につきましては、これまで具

体的な観光誘客セールス、物産のセールス、売り

込みをやったんですが、懸案でありました観光の

ユニット商品を、観光物産協会で仕込みまして、

そのダイレクトメールの発送を、現在、準備中で、

約６０社でしております。 

 （４）①かごしま大キャンペーン協議会、これ

は県と主な観光地と一緒にやっているんですが、

９月に観光エージェント向けの観光素材説明会を

行っております。 

 それから、③北薩摩振興推進協議会では、県の

地域振興局と３市１町と一緒になりまして、食の

体験モニターツアーなどを開催しております。  それから、③川内駅シティセールスキャンペー

ンということで、川内駅の東西自由通路を、シテ

ィセールスのコーナーということで設営しており

ますが、川内商工高等学校のおもてなし活動を

１０月１４日に実施していただきました。 

 ④は、先ほど、説明しましたものですが、アン

ダーラインの９月１４日から１６日、プロボノ

チーム甑島入りって書いてあります。これは、商

品開発のボランティアの事業でございまして、プ

ロボノというのは、ラテン語で公共善という意味

だそうなんですが、県の事業を、今、甑島に受け

入れて、商品開発に係るアドバイスをいただいて

おります。 

 同様の取り組みを、市内各種団体に、あるいは

市にゆかりのある団体等に声かけをしながら、東

西自由通路をこういうアピールの場に、常設的に

やりたいということで、今、制度を設けたところ

でございます。  それから、⑤地域のじまんづくりプロジェクト

ということで、今、料飲業の方々を中心に、新し

いグルメの開発もしていただいているところでご

ざいます。 

 それから、（４）①薩摩川内大使につきまして

は、スポーツ大使の辞任がございましたが、今度

の第４四半期１２月から３月にかけて、まず、木

佐貫投手をスポーツ大使にしたいということで、

今、日程の調整をしているところです。 

 ３３ページです。 

 （６）ぽっちゃん計画プロジェクトの関連で、

③鹿児島カレッジということで、夏休みに関西・

中国地方の大学生を甑島に迎え入れまして、旅行

プランの提案をさせていただいておりまして、Ｊ

Ｒ西日本と組んでやっている事業なんですが、来

週、成果報告会があります。報道等がまたあるか

と思います。 

 帰省するタイミングが合えば、今、私どもは

１２月２６日でお願いをしているんですが、調整

が整えば、その日に委嘱ができるんじゃないかと

いうことと、あと、東郷の児玉選手をスポーツ大

使にできないかということで、交渉をしていると

ころでございます。 

 （６）シティセールスサポーターにつきまして

は、現在、４，４３２名の会員登録です。 

 商品開発については、ぽっちゃんで、今、９商

品を企画しております。 

 ３１ページをお願いします。  観光・シティセールス課の取り組み状況につい

ての、以上、報告でございました。  その他マネジメントの部分につきましては、概

要といたしまして、９月末時点の観光物産協会の

売り上げは、計画どおりで推移しております。 

 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。 
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○委員長（佃 昌樹）報告が終わりました。 

 御質疑を願います。 

○委員（谷津由尚）２点あります。 

 株式会社薩摩川内観光物産協会の創立初年度の

上半期の実績が、営業利益、経常利益とも、とり

あえず出ているという内容で、安心はしておりま

す。 

 この営業利益、経常利益とも、当初の予定に対

してどうだったのか。その辺をお聞かせください。

それが１点目です。 

 ２点目です。最後のページのＡＮＡインターン

シップの、このフィールドワークを行い、最終日

に報告会を開催されたということなんですが、こ

の結果、次の本市の観光アクションにどのように

結びつけられるのか。その２点です。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）ま

ず、観光物産協会の営業利益につきましては、一

応、黒字という形になっているんですが、これは

市の業務委託も入ってまして、黒字という形にな

っています。 

 私どもが一番注目しているのは、ゴシック体に

なってます協会事業、いわゆる市の受託事業以外

の売り上げについて、上期で１，３００万円を超

えることができました。これは当初予定では

９００万円の予定でありまして、今、想定を超え

る売り上げにはなっております。 

 今年度は、この数字が３，０００万円になるよ

う に 、 中 期 計 画 で 示 し て あ り ま す が 、

３，０００万円以上になるようにということで、

なおかつ収支バランスもちゃんととれるようにと

いうことで、今、試行錯誤をさせていただいてい

るところでございます。 

 それから、２点目の御質問につきましては、資

料の３３ページにあるんですが、②ＡＮＡイン

ターンシップと、それから③の鹿児島カレッジ、

いずれも大学生の受け入れをしました。 

 現場を見ていただいて、具体的に指摘を受けた

り、あるいは旅行プランの提案などをいただいた

んですけれども、ＡＮＡインターンシップにつき

ましては、いただいた意見をもとに、まず、おも

てなしの部分の改善を図るということが一つ。 

 二つ目に、提案のあったことについては、ＡＮ

Ａセールスに逆に売り込みをしまして、スカイホ

リデーのツアーを、来期もつくっていただこうか

という、今、営業のネタにさせていただいている

ところでございます。 

 それから、２点目の鹿児島カレッジにつきまし

ては、１２月１６日、ＪＲ西日本の本社で成果報

告会がありますので、担当職員も派遣しますが、

そこで旅行会社各社が来られますので、合わせて

ここで出た旅行プランの提案を、現場でするとい

う手はずでなっておりまして、これをきっかけに

して、また新たな旅行会社さんの送客を求めてい

くといいますか、売り込みをしていく段取りで、

今、考えております。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）観光物産協会のところは、

物産事業売上と観光旅行事業売上の下半期を

３，０００万円ということですか。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）中

期計画の初年度で３，０００万円、１年間で

３，０００万円です。 

○委員（谷津由尚）たしか、ここが本年度上下

続きで３，０００万円ということで、来年は多分、

倍々ゲームになってたと思いますので、しっかり

とマークをしていただきたいと思います。 

 それと、このインターンシップの結果について

は、やっぱりこれを、特に本市のいろんな分野が

あるんですけれども。町並みですとか、例えば甑

島ですとか、そういうところの、いろんな切り口

で、いろんな角度で出てくるとは思うんですが、

それを一つ一つ改善、形に結びつけていただきた

いと思うんです。 

 ですから、これをパイプをつくって、逆にＡＮ

Ａに売り込むというのも、それも手なんですが、

きちんと出てきた、貴重な御意見に対しては、時

間かかってもいいですから、形にしていっていた

だきたいと思います。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにございますか。 

○委員（帯田裕達）シンガポールの事務所を開

設してらっしゃいますよね。１７社で協議会をつ

くって。今、薩摩川内市がどの程度なさっている

のか。事務所の経費か何か出していらっしゃるの

か。内容的には、どのようなことをなさっている

のか、教えていただきたいと。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）

９月に補正をさせていただいたんですが、９０万

円の負担を払っております。これは七つの市町村

が合同でしているんですが、武雄市の外国語を話

せる職員が赴任しておりまして、そこが代表者と
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いうことで、私どもからは、サンプル品をお送り

しまして、これを直接、バイヤーに説明をしてい

るという作業を、今、始めたところでございます。 

 それだったら、私は、恐らく１００社訪問した

って、成就しないと思いますね。だから逆なんで

すよ。連動性がそこにないと思うんです。 

○委員（帯田裕達）その薩摩川内市に係るもの

は、どんなものを今、提供なさっているのか。 

 つまり、それがデシジョンされてない。方法が

デシジョンされてないと思うんですね。 

○観光・シティセールス課長（古川英利）基

本的に、私どもで今、取り扱ってます通信販売で

挙げている黒豚の関係であるとか、海産物、それ

から海幸・山幸で取り上げていただいているよう

な、媒体とセットになって、相手に説明できるよ

うなものを、今、お送りしているところでござい

ます。 

 企業誘致に関連でいうと、それはそれですね。

まず、企業誘致に関連、その行動を起こすところ

からそこで、その次に、今度、４ビジネス分野に

対しての活性化のプランが全く見えてません。そ

こに対して、具体的にどういう、市内に、最終的

にそのネットワークをつくっていくのかというと

ころのデシジョンが、私はまだまだ足りないと思

います。 ○委員長（佃 昌樹）委員の方、ほかないです

か。  先ほど言いました、その中心市街地の活性化に

してもそうです。企業さんを持ってきて、社内に、

それぞれ食品ビジネスとか、いろんなネットワー

クを構築していくには、商工会議所も当然、かん

でいかなきゃいけないわけですが、まだまだそう

いう話をするような、するどころの話じゃないで

すね。何かもう、全然テーブルが違う。違い過ぎ

るということを感じます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、観光・シティセールス課を終わります。 

 ここで、商工観光部に対して、質問したいこと

があるということですので、谷津委員のほうから

お願いしたいと思います。 

 その辺の一体感がないんです。つまり、まず、

そういうような行動を起こす前に、きちんとデシ

ジョンされて、方法論を明確にして、その上で動

かなきゃいけないんですが、まずは動いていこう

というところで、これは、それぞれパラで結果が

出て、つながりがないんですね。物すごい時間か

かっちゃうんです。それが一つ。 

○委員（谷津由尚）質問と言いますか、これは

お願いになります。要望になります。 

 今、この商工観光物産では、本当に本市の財政

運営にしてもそうです。心臓的な部分になってお

られるところが非常に多くて、企画政策部がそれ

を立案するところであれば、商工観光部というの

は、それをまさに形にするところ。現実にすると

ころなんですね。 

 それと、例えば、高速船が来年４月から就航し

ます。今、この委員会の中でも出ましたように、

待合所、及びそこに入るテナント、漁業組合等も

そうですけれども、漁協さんともそうですけれど

も、そういうところのデシジョンができてない。

つまり、そこが議論されてないということなんで

すね。 

 そういう、大きく言うと、機能分担があるわけ

ですけれども、その中で、本当に今、この後、具

体的には何点か申し上げさせていただきますが。

細部のデシジョンができてないというのが、非常

に感じます。物事を進めるに当たってですね。  ある方向づけができておれば、それはいいんで

しょうけれども、今、この時点になってもまだで

きてないというのが、非常にもったいないんです

ね。 

 例えば、企業誘致については、先ほどから申し

ますとおりに、平成３２年までに４０社という、

あと８年ですね。目標を掲げて動かれておられる

わけですが、その中で、先ほども、私も質問させ

ていただきましたが、訪問企業に対して、どのよ

うなアプローチされてますか。訪問企業を決めて

からアプローチすべきであって、まずは行って、

その感触をあたろうとか、もうそういう時代じゃ

ないと思います。 

 それと、もう一つは、高速船が就航するという

ことは、これは物すごく集客力があると思います。

話題性もあります。それに対して、甑島のおもて

なしの改善というか、そことどういうふうに絡め

て行動していくのかという、そこのデシジョンも

されてない。本当にもったいないんです、お金の
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かけ方が。  また、（２）文言の整理についてでございます

が、文章中にございますとおり、「市外からの転

入」を「転入」に改め、「移動日」を「異動日」

に、適正な形で整理をしたいというふうに考えて

おります。 

 ですから、この成長戦略というのは、唯一、本

市の攻めの戦略ですので、なかなかそれが攻めに

なり切れないというのはそこなんですね。 

 お金をかけるんだから、これはせないかんので

すよ。効果に結びつけなきゃいけないんです。そ

このところ、本当にもう１回、きちんとデシジョ

ンすべきところ、ジャッジすべきところを、ポイ

ントポイントできちんと見きわめて、関連性を持

たせていただきたいと思います。 

 また、（３）条例の施行期間の延長につきまし

ては、２３年度から２５年度までの現行の３カ年

間を、さらに２６年から２８年の３カ年間延長す

ることとするという記述でございます。 

 また、さらに（４）におきまして、暴力団排除

規定及び転出用の申請規定を明文化することとし、

第３条及び第５条の整理をしようとするものとし

ております。 

 これは要望です。お願いします。 

○委員長（佃 昌樹）当然、趣旨はおわかりに

なっていると思いますので、こういった意見があ

るということを十分踏まえながら、お願いしたい

と思います。 

 改正の条例、附則の内容につきましては、ごら

んのとおり、公布の日から施行するものとし、改

正後の本条例の規定については、条例の施行の日

以降に申請する補助金について、適用しようとす

るものでございます。 

 以上で、商工観光課終わります。 

 御苦労さんでした。 

────────────── 

   △企画政策課の審査  また、本日、ここに記載はしておりませんが、

転入促進の補助金等を活用した場合、現行でいき

ますと、異動日から５年以内に生活の本拠を他に

移す場合は、返納の規定がございますが、これを

３年短縮し、制度の運用を図りたいという内容を

含めて、条例改正をしているところでございます。 

○委員長（佃 昌樹）次に、企画政策部の企画

政策課の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１４７号 薩摩川内市定住促進に

関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  条例改正の内容については、以上でございます。 

○委員長（佃 昌樹）まず、議案第１４７号薩

摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 委員長に御相談ですが、協議会資料という形で

関係の資料を提出しておりますので、そちらのほ

う、説明させていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（佃 昌樹）ここで協議会に切りかえ

ます。 

 当局の補正説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）議案第１４７号

薩摩川内市定住促進に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、説明申し上げます。 

～～～～～～～～～     

午後２時４４分休憩     

 提案趣旨につきましては、議場におきまして説

明を終えておりますので、本日、提出しておりま

す企画政策部議会資料、議案第１４７号、ページ

数１ページについて、まず触れさせていただきま

す。 

～～～～～～～～～     

午後２時５８分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）それでは、本会議に返し

ます。 

 本会議として、質疑ございませんか。  今回、薩摩川内市定住促進条例に関する条例の

一部改正を提案しております。改正の内容につき

ましては、１ページに記載のとおり、１の（１）

目的の変更につきまして、これまで人口増加を目

的とし、定住促進を図ってまいりましたが、諸般

の状況、また社会情勢の変化等に伴いまして、人

口の減少の緩和という形に、目的の整理をさせて

いただこうというものでございます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 それでは、ここで質疑を打ち切り、討論、採決

を行いたいと思います。 
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 討論はありませんか。  次に、２１ページをお願いいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  １６款２項１目総務費補助金のうち、５節電源

立地地域対策交付金は、説明欄に記載の移出県相

当分と周辺分について本年度交付額が確定したこ

とに伴う増減調整でございます。 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ございませんか。  さらに、２２ページをお願いいたします。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］  同款３項１目総務費委託金のうち、５節の統計

調査費委託金は、委託金額の確定に伴います住

宅・土地統計調査事務委託金の増額であります。 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。  以上が、企画政策課に関します今回補正予算の

内容説明でございます。  以上で、議案審査は終わります。 

──────────────  よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げ

ます。    △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 ○委員長（佃 昌樹）補正予算の説明が終わり

ました。 ○委員長（佃 昌樹）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 委員の質疑をお願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。  当局の補足説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、補正予算

について説明させていただきます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。  予算書の２８ページをお願いいたします。 

 本案は、ここで審査を一時中止いたします。  まず、歳出になります。 

 ここで休憩をいたします。  ２款１項６目企画費、説明欄の甑島地域振興費

は、８月に対馬で開かれました全国離島中学生野

球大会への派遣に要した経費の不用額を減額させ

ていただくものでございます。 

～～～～～～～～～     

午後３時０３分休憩     

～～～～～～～～～     

午後３時１５分開議      次に、３４ページの２款５項２目の基幹統計調

査費。同調査費についてでございます。本年

１０月１日時点で実施しました住宅・土地統計調

査業務に係る歳入の委託金が確定したため、これ

に対応し、今後の事務処理で執行が見込まれます

職員手当等の経費を増額するものでございます。 

～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）休憩前に引き続き、本会

議を再開いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、企画政策課の

所管事務調査を行います。 

 次に、歳入をお願いいたします。１９ページで

ございます。 

 当局から、所管事務について、報告をお願いい

たします。 

 １５款２項１目国庫支出金の総務費補助金、

２節の電源立地地域対策交付金であります。説明

欄にあります、長期発展対策分について、本年度

交付額が確定したことに伴う増額であります。 

○企画政策課長（上大迫 修）企画政策課から、

所管事務に関しての資料を提出をさせていただい

ておりますので、それに基づいて説明いたします。  また、１５節の離島活性化交付金は、交付金の

交付決定に伴い、甑島国定公園化推進事業、甑島

エージェントメディア等招聘事業、甑島水産加工

活性化事業の３事業に係る交付金を計上するもの

で、補助率は２分の１であります。 

 企画政策部の委員会資料１ページでございます。 

 甑島県立自然公園の国定公園化に係ります状況

の報告でございます。 

 甑島県立自然公園につきましては、国定公園化

に向けた作業が進んでいる旨、これまでも説明し

てきておりますので、１の国定公園の定義につい

 先ほど、観光・シティセールス課で説明のあり

ました財源に充当したものでございます。 
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ては説明申し上げませんが、２番でございます。

国定公園指定に向けた、必要な主な手続として、

現状を記載しております。 

 なお、米印でございますが、市の文化課を中心

に進めております長目の浜の天然記念物指定に係

る市主催の地元説明会も里・上甑地域で同時開催

する予定というふうになっているところでござい

ます。 

 本年度は、県において行う作業が進んでおり、

現在、一番冒頭になりますけれども、公園計画案

の検討が進んでおり、最終的には、２６年３月の

完了を向けて作業中でございます。 

 これが、地元説明会に関すること。 

 また、イにつきましては、シンポジウムを開催

予定でございまして、９月で予算補正承認いただ

きました本予算を実行に移しておりまして、３月

２１日に今度の金曜日に、国際交流センターにお

きまして、国定公園指定後の甑島の環境保全と地

域振興を基本テーマとし、基調講演、シンポジウ

ムを開催する予定でございます。 

 また、国・県関係機関、市への意見聴取につき

まして、今月、実施されています。特に、質問等

もいただいた項目でもありましたが、県から市の

ほうに、この公園計画案に対しまして、意見聴取

が実施されており、近々、回答する予定でござい

ます。 

 また、年明けの、来年１月につきましては、地

元甑地域におきまして、地元説明会が開催されま

す。これらの意見を受けまして、公園計画の最終

案につきまして、来年１月以降に、国、県の関係

機関及び市のほうに、意見の照会がなされ、これ

らが取りまとまった段階で、県環境審議会への説

明を県が実施いたしまして、環境省のほうに、

３月末までには申し出を行うというのが、２５年

度の作業でございます。 

 また、シンポジウムの内容につきましては、分

野を三つ設定しておりまして、環境やリサイクル、

エネルギーに関するパート。 

 また、二つ目には、コミュニティ、コミュニテ

ィビジネス、それに関します情報発信という切り

口。 

 三つ目には、観光産業という、こういう三つの

分野の設定の中で、パネリストにも参加いただき

まして、指定後の甑島の環境保全と地域振興に対

する提案をいただこうというふうに考えていると

ころでございます。 

 来年度におきまして、順調にいきますと、環境

省が公園計画の環境省案につきまして作成をし、

パブリックコメントの手続を経た上で、国・県機

関の調整を経、中央の環境審議会の諮問答申を得

た上で、指定の告示がなされるというふうに見込

んでいる部分でございます。 

 さらに、詳細に申し上げますと、既に業務を実

施いただきます業者との契約を終えており、基調

講演の講師及びパネリストの人選も、既に仮の設

定を終えたところでございます。 

 欄外に、県の意見聴取への対応ということで書

いてございますが、県が公園計画案で示しました

規制計画の区域の設定案、事業計画の中で示しま

した施設計画案等に対しまして、確認すべき内容、

調整を要する点等につきまして、市の意見を取り

まとめ中でございます。 

 近々、内容等の精査をいたしまして、近いうち

に具体的な内容をお示ししてまいりたいというふ

うに考えております。 

 次に、（２）は２６年度の予定でございますが、

国定公園指定に伴います記念行事の関係、また指

定後の地域振興やそのための取り組み課題等を整

理するための業務委託などの実施が必要というふ

うに考えておりまして、現在、総務部当局の予算

査定を受けているところでございます。 

 近々、県のほうに提出する予定としております。 

 めくっていただきまして、今後の動きとしまし

て、今年度、来年度、二つ記載させていただいて

おりますけれども、本年度につきましては、地元

の説明会が１月１７日、１８日の両日にかけ、支

所単位で開催される予定でございます。 

 今後、さらに内容を詰めまして、３月定例議会

において、予算の上程をさせていただきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 説明の内容等につきましては、概要の①で自然

公園制度の概要について、二つ目で、甑島国定公

園（仮称）計画案の概要についてということで、

区域でありますとか、施設計画等について、意見

を得るための説明を実施いたします。 

 今後、特定公園の指定を受けるまで、また受け

た後の初期段階での取り組みについては、島民の

機運醸成、意識の改革と言いますか、そういった

部分が必要だと思っておりますので、引き続き、

取り組みたいというふうに考えております。 
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 以上が、状況の報告でございます。  現在、計画期間中であります第２次定員適正化

方針は、平成２７年４月時点での職員数を

１，１００人以内としてございます。 

○委員長（佃 昌樹）説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点質問します。  今 年 ４ 月 １ 日 時 点 の 現 在 の 職 員 数 は

１，１０８名となっており、１，１００人以内と

する目標値に近い状況となったために、第２次の

定員適正化方針を１年前倒しをいたしまして、第

３次の定員適正化方針を策定するものでございま

す。 

 この国定公園の定義は、ここに書いてあるとお

り、傑出した自然の大風景地ということなんです

が。今、甑島は、本市の次世代エネルギーの戦略

の一環で、電気自動車をレンタカーにするとか、

ＣＯ２低減とか、そういう自然環境面から見ても、

効果のある施策を展開しているわけですけれども、

国定公園に選定されるに当たって、そういう政策

というのも、一助にはなっているんでしょうか。

それとも全く関係ないんでしょうか。 

 次に、（２）の概要でございます。 

 １点目は、平成３２年４月時点での目標値を

１，０００人以内とするものでございます。 

 ２点目は、消防局と診療所の職員につきまして

は、それぞれ１４８人、３９人とございますけれ

ども、削減の対象からは除外することとしまして、

計画の期間中でありましても、適宜、見直しを行

い、実情に配慮した定数とするものでございます。 

○企画政策課長（上大迫 修）国定公園の区域

の設定及び公園計画を策定する段階において、次

世代への取り組み、ＣＯ２削減の取り組みが、直接

影響を及ぼすということはありません。 

 ただし、県立自然公園から国定公園に昇格をし、

そのことを次の地域の活性化につなげようとする

ときに、現在の取り組みの、エコアイランド化の

取り組みと、またエコツーリズムみたいな甑の全

体を考える取り組みというのは、相互にリンクを

して、効果を高められる大きな要因になるという

ふうに考えております。 

 ３点目は、一般職員の目標値は８１３人以内と

するものでございます。 

 次に、（３）今後のスケジュールでございます。

年明けにパブリックコメント手続を行い、１カ月

間行いまして、決定の上、公表する予定にしてお

ります。３月に公表する予定でございます。 

 次に、別冊で定員適正化方針（案）をつけてご

ざいますので、別冊になっておりますので、そち

らのほうを御準備ください。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑、認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］  スタイルといたしましては、表紙がございまし

て、次に、あけていただきまして目次がございま

す。 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、企画政策課を終わります。御苦労さん

でした。  １ページ目の「はじめに」が、方針策定の趣旨

でございまして、先ほど説明したとおりでござい

ます。 

────────────── 

   △行政改革推進課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、行政改革推進課の

審査に入ります。 

 あけていただきまして、２ページでございます。

２ページが、第２次の定員適正化方針の成果とい

たしまして、１が職員数の推移で、各年の目標値

は達成しているということと、職員年齢構成の不

均衡化が進んでいるということなどを書いてござ

います。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

を行います。当局から所管事務について、報告を

お願いします。  下の表１には、合併時からの職員数等の状況を

書いてございまして、右側の３ページの表、表

３では、一般職員の年齢構成をまとめてございま

す。 

○行政改革推進課長（内田泰二）それでは、企

画経済委員会資料の３ページのほうをお開きくだ

さい。 

 １番目の、第３次薩摩川内市定員適正化方針

（案）について、説明いたします。 

 次に、あけていただきまして、４ページでは、

２の嘱託員数の推移。（１）嘱託員数では、嘱託

員についても、職員と同様に、削減に努めてきた 初めに、（１）の趣旨でございます。 
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ことと、月額報酬の嘱託員については、１２人の

削減になっていることを書いてございます。 

 下の表４には、合併後の嘱託員数の推移を記載

してございます。 

 ５ページの（２）嘱託員の種類では、これまで

月額報酬とその他報酬の二つに分類していたもの

を、ここにありますとおり、①から⑤まで、月額

報酬補助事業と日額報酬、年額報酬、その他報酬

の五つに分類することとしております。 

 次に、あけていただきまして、６ページでござ

います。 

 ６ページの項目は、第３次定員適正化方針の目

標と方策で、１の目標値の設定では、先ほどの

（２）の概要で説明しましたとおり、第３次方針

の目標値を１，０００人以内とし、一般職員の目

標値は８１３人以内とすることとしてございます。 

 目標値を１，０００人としました理由として、

昨年策定されました財政運営プログラムにおきま

して、平成３２年度までに１０億円の人件費削減

を掲げてございます。 

 このうちの、おおむね８億円が職員人件費でご

ざいまして、一人当たりの人件費を約７５０万円

としますと、約１００人分となり、１，１０８人

からすると、約１，０００人となっております。

これを目標値としてございます。 

 後段の部分には、嘱託員についても、適宜見直

しを行っていくことと、最後の行でございますけ

れども、この計画期間は、平成３２年度までの

６年間としてございます。 

 次に、右側の７ページの表７でございますけれ

ども、これが適正化方針の年次計画でございまし

て、３２年までの職員数の削減目標数等を年度ご

とまとめたものでございます。 

 次に、下段の２、目標達成のための方策では、

（１）の業務の見直し、ここに引き続き、アウト

ソーシングに努めるとともに、職員自らが事務改

善に取り組む市政づくりを進める旨を書いてござ

います。 

 あけていただきまして、８ページでございます。 

 ８ページの（２）の組織機構の見直し等では、

本庁・支所のあり方や、支所のスリム化について、

検討をすることと、計画期間中において、社会情

勢の変化等があった場合は、見直しを行うことと、

まとめてございます。 

 以上が、第３次定員適正化方針（案）について

の説明でございました。 

 次に、先ほどの委員会資料の３ページに戻って

いただきまして、下段の２の平成２６年度本庁・

支所、組織・機構の見直し（案）について、説明

をいたします。 

 初めに、本日、見直しの案の説明を行うに当た

りまして、組織図を示すことで準備を進めてまい

りましたが、委員会資料提出日の１２月９日月曜

日までに、内部の意思決定の確認が終わらなかっ

たために、本日は、口頭での説明とさせていただ

き、来週２０日の金曜日に開催されます議員全員

協議会の中で、改めて組織図を使って説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、口頭での説明になりますけれども、

見直しの案を説明させていただきます。 

 まず、１点目といたしまして、六次産業化の産

業化促進条例の施行に伴います新たな補助制度の

運用や、農林漁業者などからの相談等に対応する

窓口といたしまして、六次産業対策課を設置いた

します。 

 次に、川内駅周辺土地区画整理事業が間もなく

終了いたしますけれども、この事業を担当してお

ります都市計画課の中に、区画整理グループがご

ざいますけれども、この区画整理グループと天辰

区画整理推進室を統合いたしまして、区画整理課

を設置いたします。「室」が「課」にかわります。 

 次に、市民健康課の健康指導を行っております

北部・東部・南部の三つのグループがございます

けれども、三つのグループを事業実施を担当する

二つのグループと、管理的予算やシステムの管理

を担当する一つのグループに再編いたします。こ

れは、数の変更はございません。 

 次に、支所につきましては、現在、市民生活課

と産業建設課がございますけれども、組織のスリ

ム化を図るために、二つの課を統合いたしまして、

地域振興課を設置いたします。 

 両課にそれぞれ４グループと２グループござい

ますけれども、４グループを２グループに、産業

建設課は２グループを１グループにまとめます。 

 支所の体制といたしましては、２課が１課にな

りますが、事務分掌の整理等も行い、住民サービ

スの低下を招くことがないようにということでや

る予定でございます。 

 最後になりますけれども、そのほかといたしま

して、生活保護を担当する、現在、福祉課が行っ
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ておりますけれども、その名称を保護課に変更い

たします。 

 以上で、行政改革課分の説明は終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）ただいま、第３次の薩摩

川内市定員適正化方針（案）についての説明と、

それから、組織をスリム化、また改変をするとい

うことの口頭説明がありました。 

 口頭説明部分につきましては、最終の議会が終

わった後、全員協議会で報告をするということで

ありますので、そのように御理解をお願いをした

いと思います。 

 それでは、委員の質疑を受けたいと思います。 

○委員（谷津由尚）２点あります。 

 第３次定員適正化方針（案）の７ページの表７、

第３次定員適正化方針年次計画というのがありま

して、２６年から３２年までの退職者と新採者を

人数別できちんと、一般職についてまとめてある

んですが、これをさらにブレイクダウンされて、

各部局ごとの人数の予定というのは、そこまでは

もう構築されているんでしょうか。 

○行政改革推進課長（内田泰二）部局までの管

理はしておりません。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）今後、さらに今から

１０８名減らすわけですよね。一般職員の方。 

 本市の場合は、離島もありますし、非常にいろ

んな意味でハンディキャップがあるわけです、他

の類似自治体とはですね。そこを加味したときに、

当然、支所との関連もあるんですが、各部局をそ

こまで細かく決めていって、業務をきちんと、明

確にしないと、もうこれらの、８００人までなる

わけですから、非常にシリアスだと思うんです。

シリアスというか、一言でいうと、シリアスな局

面を迎えるわけですね。 

 物すごく仕事が偏ったり、無理がいったり、あ

るいは全然なくなったりというむらが出たり、そ

うなってはいかんわけで、年に１回、ウオッチン

グがされているということなんですが。そうじゃ

なくて、この年次計画をつくられるんだったら、

必ず部局ごとまで、私はブレイクダウンしてつく

られるべきだと思います。それは、至急、検討を

お願いします。 

 それともう１点なんですが、定数という表現を

されているんですけれども、消防局の定数は

１６０人ですよね。ですから、これは定数とする

べきではなくて、現人員という認識なんですか。

どっちですか。 

○行政改革推進課長（内田泰二）今の１６０人

というのは、条例上の定数でございます。そして、

ここに書いてあるのは、現在いらっしゃる職員の

数でございます。 

 以上です。 

○企画政策部長（永田一廣）谷津委員からの

１点目の御提言でございます。 

 部局ごとの定数、配置計画、作業計画について、

検討すべきだという御意見、御指摘だったと思い

ます。 

 私どももいろいろ検討はしてきておりますが、

５年先、あるいは６年先に、どの部局にどういう

業務があるというのが、今、この時点で抑えきれ

ていないというのが実情でございまして、先ほど、

課長が申し上げましたとおり、部局ごとの配置定

数というのは、現時点でお示しはできていない、

難しいということで御理解いただきたいと思いま

す。 

 それと、退職者、１０名の中で大体半分ぐらい

は採用するという計画になっております。この毎

年の採用計画に当たりましては、毎年ですが、ヒ

アリング等を行いまして、来年度、あるいは次の

年度にどういう業務があるというのを把握してお

ります。 

 それと、当然、定年退職、勧奨退職等を含めて、

技術職員が、あるいは専門的な職員が、このタイ

ミングでやめるというのも、十分、把握できてお

りますので、そういう長期的な把握はできており

ませんけれども、１年、２年先を見越した退職採

用の検討というか、議論は十分しているところで

ございまして、少なくとも、この作業は続けてま

いりたいと思っております。 

 委員の御提言、貴重な御意見だと思いますが、

今、実態としてできておりませんので、さらに研

究は加えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。 

 ８年先は、当然、厳しいと思いますが、せめて

２年先、３年先までは、されておいたほうがいい

と思います。 

 これは、自分たちの仕事が、より円滑に、効率

よくいくための最低限の、私はルールだと思いま
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す。それをそこまで見越さないと、２年先、３年

先、せめてそこまでは、そういうふうに見越さな

いと、これは人員配置も、仕事のウエートも把握

することは不可能です。ですので、必ず形にして

いただきたいと思います。 

 それと、もう１点質問なんですが、支所の組織

機構の見直しについては、労使協議はまだなんで

すか。同時進行ですか。 

○企画政策部長（永田一廣）今後の支所のあり

方についての、委員からの御質問ですが、支所の

組織の再編について、組合との交渉事項であるか

どうか。 

 私どもとしては、管理運営事項というふうに承

知しておりまして、そういう認識をしておりまし

て、これまでも幾多の再編、改組をしております

が、組合との協議というのはしておりません。た

だ、職員の勤務条件とか、そういったところにか

かわる内容であれば、個別に行政改革推進課、あ

るいは人事という面では、総務課のほうから個別

に協議はしております。 

 ちなみに、支所の今後のあり方について、現時

点で内部意思決定をした形で説明できる内容は持

ち合わせておりません。 

 御案内のとおり、２年ほど前に、支所のサービ

スセンター課というのを提案し、住民説明会をし

てまいりましたが、数多くの意見とか頂戴して、

その取り組みを進めるというのが、現在、中断し

てございます。 

 したがいまして、繰り返しになりますが、今後

の支所を廃止するとか、そういったところは言明

できるものではございません。 

 ただ、先ほど、第３次の方針、１，０００名以

内にという目標もございますので、十分、事務事

業の見直しとか、本庁としての業務整理をする中

で、組織のスリム化、今回も来年４月に向けて、

幾つか提案したいと思っておりますが、そういっ

た作業は、進めていかなければならないというふ

うに考えてございます。 

 以上、支所についてのお答えでございます。 

○委員長（佃 昌樹）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）委員からないようですの

で、委員外議員の発言を認めます。 

○議員（持原秀行）部長が言われたとおり、管

理運営事項ということで、切り捨てればそれまで

ですね。ですけれども、やはりそこで働くのは、

当然、職員なわけで、当然、そこのところが改廃

をしていけば、働くところも、条件も変わってく

る。職種の変更も出てくるということも考えられ

る。そういうところからすれば、やはり働きやす

い職場づくりというのを踏まえていけば、しっか

りと私は協議をしていくべきだと。 

 そういう、例えば１，０００人以内ということ

であれば、今、現消防局が１４８人、診療所が

３９人、単に引き算でしかないですよね。この一

般職員の８１３人以内というのがな。だから、出

せられないというのは、私もそれはわかりますよ。 

 ただ、漠然とこういうふうにしますよというこ

と、じゃあ、私はいけないと思います。ですから、

やっぱり、きちっと市民は本当に安心して相談に

行けるのかどうか。市役所に相談に行けるのかど

うかという、そこの不安はあるわけですので、そ

こらあたりは、きちっとそういう市民サービスに

低下を招かないようなふうにやっていただきたい

というふうに思いますし。足らないからといって、

あるいは臨時的、嘱託員さんをふやさずに対応す

るとか、そういうところに、暗に走らないような

施策が、私は必要じゃないかなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○企画政策部長（永田一廣）今、持原議員から

御意見いただきました。 

 済みません、私、先ほど、ざくっとした言い方

で回答をさせていただきましたが、いわゆる支所

について、旧役場の支所だけ限定して考えており

まして。先ほど、持原議員おっしゃったのは、例

えば、クリーンセンターとか、そういった職場も

想定した検討が必要だということでございます。 

 先ほども少し触れましたが、技能労務職員の職

場がなくなるとか、これまでもバス事業の関係と

か、いろいろございました。そういった改廃につ

きましては、当然ながら、総務課と一緒になって、

関係職員あるいは組合のほうにも協議しながらや

ってきておりますし、今後もそういう事態があれ

ば、そういうのが想定されれば、当然、組合のほ

うにも十分説明しながら、進めたいと思っており

ます。 

 また、この改廃につきましては、支所長以下課

長、あるいは関係職員の意見も聞きながら、それ

ぞれ、これまでも取り組んできておりますので、

その組合交渉じゃなくても、十分、支所の職員の
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声を聞きながら、進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議員（持原秀行）それでは、それは期待して

おきますが。 

 一つには、一般職員を８１３人以内とするとい

うことで、これは事務事業の洗い出しとか、しっ

かりとやっていただきたいと。改廃も含めてです

よ。非常に事務事業が多くなり過ぎて、負担は相

当きていると思います。そういう意味からすれば、

教育委員会部局もしっかりとチェックしてくださ

い。そこの中で、しっかりと人数も、きちっと、

適正になるように。そういう意味では、ただ一般

職といえば、こっちの一般行政職しかみえられな

いかもしれませんけれども、教育委員会を含めて、

しっかりとそこはやってください。 

○企画政策部長（永田一廣）今後の取り組みの

姿勢として、委員のほうから御指摘をいただきま

した。 

 今の御指摘もありました、御意見にもありまし

たとおり、事務事業をしっかり整理をしながら、

本庁、支所、そして現場の実態を把握しながら進

めてまいりたいと思っております。 

 また、教育委員会の関係も言及ございましたけ

れども、教育委員会におきましても、既に検討は

してございます。ただ、来年４月につなげるまで

には至らなかったと。いろんな課題があるという

ことでございます。 

 これにつきましては、今後、教育委員会も含め

て、その組織の見直しというのも、十分に出てく

ることも考えられます。 

 あわせまして、いろんなシステムの導入をしま

して、本庁の職員もそうです。職員の負担軽減が

図られるような取り組みも、こうしてやっていき

たいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（佃 昌樹）議論聞いてまして、感じ

るのが、やっぱり削減ありきというのを感じます。 

 本来だったら、いろんな国や県からの権限移譲

とか、また事務移譲とか、いっぱい出てくる中で、

どういった事業があって、どういった仕事があっ

て、それに伴う吏員はどうであってという、そう

いったことが一つも聞こえてこないわけですよ。

まず削減ありきというふうにしか見えないので、

説明をされるときには、バックボーンをきちんと

されて、そして説明をしていただくようにお願い

をしたいと思います。 

 以上で、行政改革推進課を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

   △コミュニティ課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、コミュニティ課の

審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１４８号 薩摩川内市ゴールド集

落活性化条例の一部を改正する条例の制定

について 

○委員長（佃 昌樹）まず、議案第１４８号薩

摩川内市ゴールド集落活性化条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）それでは、議

案第１４８号の説明をさせていただきます。 

 お手元の議会資料、議案と同時に配付された議

会資料でございますが、それに基づき、説明をい

たしたいと思います。 

 資料の２ページでございます。 

 まず１点目、条例の改正内容でございますが、

（１）ゴールド集落の定義の拡充について、条例

第２条第２号関係でございます。 

 従前のゴールド集落に加えまして、ゴールド集

落であった翌年度において、ゴールド集落の要件

を満たさなくなった自治会について、高齢化率が

５０％を満たさなくなった自治体になりますが、

この集落について、特例ゴールド集落を設けるこ

とといたしました。 

 （２）でございますが、特定非営利活動法人等

について、条例第３条及び１０条関係でございま

すが、昨今の市民活動への参画・協働意識の高ま

りに鑑み、明確に条文にうたい込むことといたし

ました。 

 （３）が、附則第２項で、条例の本年度末での

失効期限を３年間延長することといたしました。 

 （４）が、その他として、上記の改正内容等に

伴います所要の規定の整備を行ったものでござい

ます。 

 次に、改正条例の附則の内容でございますが、

附則の第１項で、施行期日を平成２６年１月１日

としております。附則の第２項において、特例

ゴールド集落、先ほどの５０％を満たさなくなっ
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た集落でございますが、これにつきましては、平

成２５年度以後においてゴールド集落であった自

治会に適用することとしております。 

 以上で、条例の改正内容については、説明を終

わります。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（佃 昌樹）ここで協議会に切りかえ

ます。 

～～～～～～～～～     

午後３時５４分休憩     

～～～～～～～～～     

午後４時 ７分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）ここで本会議に戻します。 

 それでは、ゴールド活性化条例の一部改正につ

いて、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（宮里兼実）ゴールド集落になれば、そ

れこそ私の陽成も、３自治会がゴールド集落、も

うやがて四つ目が出てきやせんかなというように

思っているんですけれども。 

 だから、そういうところは、もう若い人もいな

いんですよね。 

 こういう補助があるんですけれども、金は欲し

いんですけれども、「書類つくいが、簡単にいっ

かと思うたどんからん、書類つくいぃ、のさんで

やな」と。若い自治会長でもおればいいんだけれ

ども、自治会によっては、それこそ年寄りで、

「書類つくりも、いけんも、できんなを」という

ようなこともありますので、それこそ補助をして

くれるんであれば、もう少し簡単な方法で申請が

できるような手続でできるように。 

 そして、そうすれば、やる気が出てくると思う

んですけれども、そういうふうに希望しておきま

す。 

○コミュニティ課長（十島輝久）確かに、ゴー

ルド集落の高齢化が進んだところで、書類づくり

が面倒だという御意見はいっぱいいただいており

ます。 

 そういうわけで、ゴールド集落には、支援員と

いう形で、職員を一人ずつ配置しておりますので、

そこらを十分活用していただくなり、またはどう

してもわからない場合は、コミュニティ課のほう

に問い合わせていただけば、初年度１回つくられ

れば、翌年は同じような書式ですので、できると

思いますので、１年目をぜひ頑張ってしていただ

くという方向では、私どもは指導しているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（森永靖子）聞いた話ですが、この４月

１日をもってゴールド集落というふうにされるん

ですか。 

 親元に帰りたいという話をしたら、「今はゴー

ルド集落になったばかいやっで」とか、何かそう

いう話をコミュニティのところで聞いたことがあ

ります。 

 うそか本当かわかりませんけれども、「戻って

くんなって」。事実です。聞いたことがあります

が、担当のほうとしては、そういう話は聞かれま

せんか。そういう場合、どのような措置をとられ

るのか。 

○コミュニティ課長（十島輝久）ゴールド集落

の定義が高齢化率５０％以上と定義をしておりま

す。 

 そういう中で、どうしても基準日というのを設

けないと、じゃあということになっちゃいますの

で。なかなかこの判断が難しいんですが、いろん

な意味で、いろんな御意見もいただいております

けれども、実際は、１月１日を基準日として、

５０％の高齢化率ということで、基準判断してお

ります。 

 ですから、４月に若い人が入ってきても、その

まま継続というケースはあり得ますし、実際は、

お年寄りがなくなれば若くなるわけですね。若い

人が出て行って、高齢化率が上がったといっても、

１月１日以降であれば、対象にならないというの

が現状でございます。そこは御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（佃 昌樹）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 以上で、議案審査を終わります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（佃 昌樹）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○コミュニティ課長（十島輝久）それでは、補

正予算について、コミュニティ課分を説明いたし

ます。 

 歳出のほうから説明させていただきます。 

 補正予算書の２８ページをお開きください。 

 ２款１項２目秘書広報費でございます。右側の

説明欄をごらんください。 

 事項、文書発送事業費の６５万円の減額で、自

治会への文書発送業務委託の入札執行残を減額す

るものでございます。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 ２款１項１５目コミュニティ費は、１,３２０万

４，０００円の減額補正をお願いしております。

右側の説明欄で説明いたします。 

 事項、自治会育成費の７０万円の減額は、各自

治会に交付いたしました運営交付金の執行残の減

額でございます。 

 次に、事項、自治会館施設整備補助費の

１７０万円の減額は、東郷町里自治会館建設に伴

いますコミュニティセンター助成事業補助金の確

定による執行残でございます。 

 次に、事項、コミュニティセンター管理費の

２０万５，０００円の減額は、八幡地区コミュニ

ティセンターの敷地を北さつま農業協同組合から

購 入 し た 際 の 執 行 残 で 、 敷 地 面 積 は

１,８５７．６２平方メートルで、購入価格は

１,６７０万円でございます。 

 次に、事項、コミュニティ推進費の９３９万

９，０００円の減額の内訳は、市民活動支援補助

金の選考委員会の開催回数の増に伴います委員へ

の報償費及び普通旅費の増額と、次ページをお開

きください。火災保険料２７万円の減額は、市民

活動災害補償保険料の掛金の執行残の減額。 

 次の地区コミュニティ活性化事業補助金３０万

円の減額は、実績見込みによります残額の減額。

次の一般コミュニティ助成事業補助金の減額

２１０万円は、５地区のコミュニティ協議会への

備品等の購入に伴います補助金の額確定による減

額。次の市民活動支援補助金の６８０万円の減額

につきましては、実績見込みによる残額を減額し

ようとするものでございます。 

 次に、事項、ゴールド集落活性化事業費の

１２０万円の減額は、ゴールド集落自主活動補助

金の実績見込みによる残額を減額しようとするも

のでございます。 

 次に、歳入について説明いたします。 

 ２４ページをお開きください。 

 １９款１項６１目市民活動支援基金繰入金の

７１０万円の減額補正をお願いしております。 

 歳出で説明いたしました、地区コミュニティ活

性化事業補助金３０万円の減額と、市民活動支援

補助金６８０万円の減額に伴い、財源としており

ます市民活動支援基金からの繰入金を、同額減額

しようとするものでございます。 

 次に２６ページでございます。 

 ２１款５項４目雑入のコミュニティ課分につい

て説明いたします。 

 説明欄の３番目のコミュニティセンター助成事

業助成金ですが、１７０万円の減額をお願いして

おります。 

 これも同様に、歳出でコミュニティセンター助

成事業補助金１７０万円の減額に伴い、同額を減

額しようとするものでございます。 

 次の一般コミュニティ助成事業助成金２１０万

円の減額つきましても、同じく一般コミュニティ

助成事業補助金、歳出での２１０万円の減額に伴

い、同額を減額しようとするものでございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（佃 昌樹）これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 ここで本案の審査を一時中止いたします。 

────────────── 

   △所管事務調査 
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○委員長（佃 昌樹）それでは、コミュニティ

課の所管事務調査を行います。 

   △情報政策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、情報政策課の審査

に入ります。  当局から所管事務について、報告をお願いしま

す。 ────────────── 

○コミュニティ課長（十島輝久）企画経済委員

会資料の４ページを開いてください。 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

を行います。  第９回薩摩川内市生涯学習フェスティバルにつ

いて、説明をさせていただきます。  当局から所管事務について、報告をお願いしま

す。  大会テーマでございます「学びは輝く未来のエ

ネルギー 広げよう学びの輪」ということで、

テーマを掲げております。 

○情報政策課長（瀬戸口良一）情報政策課でご

ざいます。 

 所管事務につきまして、御報告いたします。  開催期日でございます。平成２６年２月２２日

と２３日、土日に開催でございます。  委員会資料の５ページをお開きください。 

 本年１０月から利用を開始いたしました公衆無

線ＬＡＮスポットにつきまして、項番１といたし

まして、設置施設ごとの利用者数を記載しており

ますが、１の市役所本庁、１５のサンアリーナせ

んだい、１９の観光物産協会（川内駅）の利用者

が多くなってきております。 

 会場が、総合運動公園、サンアリーナせんだい

で予定しております。 

 フェスティバルの内容でございます。 

 例年どおりでございますが、展示セクション、

体験等セクション、ステージセクションの三つの

セクションをする予定でございます。 

 なお、観光物産協会の１１月の利用者数につき

まして、欠損いたしておりますが、これにつきま

しては、システムを運営いたしておりますフリー

スポット協議会に、今、確認している、調査中で

あります。 

 ステージセクションについて、若干、説明をい

たします。 

 午前中から、各学習成果の舞台発表をお願いし

ており、１時半、主催者挨拶後、１時４０分に表

彰式を、社会教育功労者、また環境美化功労者、

また永年勤続表彰を実施しようと考えております。  次に、項番２の利用促進対策についてですが、

これまでに、市のホームページやＦＭさつません

だいでのＰＲ広報、また設置施設にステッカーを

張るなどの対策を講じておりますが、まだ利用者

の少ない施設もありますことから、今後も同様の

情報提供に加えまして、施設管理者に御協力いた

だきながら、利用者増に努めてまいります。 

 最後に、ステージショーでございますが、「よ

しもと笑エネＬＩＶＥ 笑いだって再生可能エネ

ルギー」と、次世代エネルギークイズ王決定戦を

予定しております。 

 同時開催事業といたしまして、コミュニティ

マーケット、次世代エネルギーフェアin薩摩川内

を同時開催する予定でございます。  以上で報告を終わります。 

○委員長（佃 昌樹）ただいま報告がありまし

た。 

 以上で説明は終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（佃 昌樹）ただいま説明が終わりま

した。 

 これより質疑を行いたいと思います。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点、１９番の観光物産協

会は、１１月のデータは何でないんですか。 

 これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 ○情報政策課長（瀬戸口良一）この計測といい

ますのが、日本フリースポット協議会のほうで運

営を行っております。このセンターがありますけ

れども、そこを経由して、そこのセンターで計測

される仕組みになっております。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、コミュニティ課を終わります。 

 御苦労さんでした。  ですから、アクセスすることに、認証するとき

に、カウントがアップしておりますが、ここが欠────────────── 
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損しておりまして、今、協議会に質問、調査を投

げてあります。まだ、現段階で回答が来てない状

況です。 

○委員長（佃 昌樹）いいですか。 

 質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、情報政策課を終わります。 

 御苦労さんでした。 

────────────── 

   △広報室の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、広報室の審査に入

ります。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

を行います。 

 当局から、所管事務について、報告をお願いし

ます。 

○広報室長（小原雅彦）広報室です。 

 資料は、７ページをごらんください。 

 広報室からは、３点の報告です。 

 １点目、今年度のまちづくり懇話会の開催状況

についてであります。 

 これまで、南中、北中、旧高江中校区、里・上

甑を開催しております。 

 来週１８日に、中央地区校区を開催するほか、

平成中、水引地区などは、現在、日程の調整中で

す。 

 まちづくり懇話会では、地域の課題解決につな

がる意見交換ができるよう、地区コミと連携し、

取り組んでおります。 

 ２点目、直近の陳情・要望等の受理状況であり

ます。 

 受理状況につきましては、表のとおりでござい

ます。件数的には、例年並みであります。 

 ３点目、広報紙の発行概要についてです。 

 広報紙の作成に当たりましては、各種行政情報

を初め、週間、月間によるものや、時期、季節に

応じたもの、市民に役立つ情報に配置しながら、

情報発信に努めております。 

 １２月号では、年末年始の業務案内や、インフ

ルエンザの注意などを掲載しております。 

 連載ものでは、次世代エネルギー、鹿児島純心

女子大学のコーナー、ゴールド集落、歴史散策、

花いっぱい運動、そういったものを掲載している

ところです。 

 このほか、まちの話題では、地域の出来事を掲

載して、元気な市民活動の様子をタイムリーに伝

えていきたいと考えております。 

 以上で、広報室の説明を終わります。 

 よろしく御審査くださるよう、お願いします。 

○委員長（佃 昌樹）３点について、広報室の

説明がございました。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑を認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、広報室を終わります。御苦労さんでし

た。 

────────────── 

   △新エネルギー対策課の審査 

○委員長（佃 昌樹）次に、新エネルギー対策

課の審査に入ります。 

────────────── 

   △議案第１６９号 平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算 

○委員長（佃 昌樹）まず、審査を一時中止し

ておりました議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）お世話

になります。新エネルギー対策課でございます。 

 平素より、次世代エネルギーの関連施策の推進

に当たりましては、多大なる御理解と御協力を賜

りまして、まことにありがとうございます。 

 本日は、配付をしております資料に基づきまし

て、それぞれの案件についての概要を御説明いた

しますので、よろしく御審査賜りますようお願い

いたします。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）新エネ

ルギー対策課でございます。 

 それでは、議案第１６９号平成２５年度薩摩川

内市一般会計補正予算について、説明させていた

だきます。 

 まず、歳出でございますが、予算に関する説明
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書の２８ページをお開きください。 

 ２款１項６目企画費の中の、右側の説明欄の丸

印がございますが、一番下の事項、次世代エネル

ギー推進費におきまして、２億２,０２０万円の増

額補正を行うものでございます。 

 補正予算の内容としましては、委託料５２０万

円の内訳は、二つの業務がございまして、後で詳

細に御説明しますが、一つは、災害時における再

生可能エネルギーの活用による地域防災機能強化

に関する共同研究業務委託２２０万円と、甑島に

おける再生可能エネルギー利用拡大のための分散

型エネルギーインフラ導入可能性調査業務委託

３００万円でございます。 

 これにつきましては、詳細は委員会資料で御説

明いたしたいと思います。 

 それから、地球にやさしい環境整備事業補助金

につきまして、当初見込みより申請が多いという

ことで、１,５００万円増額するものであり、次世

代エネルギー推進基金積立金については、具体的

事業を安定的に推進するため、２億円を積み立て

るものでございます。 

 次に、歳入予算でございますが、予算に関する

説明書の２５ページをお開きください。 

 ２１款４項５目総務費受託事業収入３００万円

は、歳出でも説明しました甑島における再生可能

エネルギー利用拡大のための分散型エネルギーイ

ンフラ導入に係る、国、総務省からの委託金でご

ざいます。 

 なお、詳細につきましては、企画経済委員会資

料の８ページをお開きください。 

 先ほど言いました委託料５２０万円のうち

２２０万円の分でございます。 

 再生可能エネルギーによる地域防災機能強化に

関する共同研究事業ということでございます。 

 （１）ですが、背景です。 

 東日本大震災における教訓の一つとして、災害

時の重要施設等における電源確保の問題が明らか

になっております。この課題に対応するため、九

州大学、それから鹿児島大学及び企業と、産学官

連携により、再生可能エネルギーによる地域防災

機能強化に関する共同研究を実施するものでござ

います。 

 事業目的としましては、大規模河川流域などを

持ちますこの薩摩川内市の中において、災害時の

電源確保を、小型で分散された再生可能エネル

ギーネットワークにより、行政、病院、避難箇所

の重要施設に最低限の電力を供給するような、具

体的展開モデルを構築するようなことでございま

す。 

 ３番ですけれども、事業概要につきましては、

川内川流域を対象とし、薩摩川内市を中核とする

エリアにおいて、行政の情報・計画、大学の防

災・エネルギー・都市計画分野が連携する現地状

況を踏まえました分析、それから、同分析に基づ

くテスト設備設置等を行いまして、最終的には、

社会実証を目指すものでございます。 

 下のほうに、目指す成果と工程表というものが

ございますので、そちらのほうを見ていただきま

すと、体制の構築につきましては、薩摩川内市、

九州大学、鹿児島大学等を、今、考えております。 

 ①ですけれども、防災・新エネ・地理空間情報

としまして、ＧＩＳ等のツールを使いまして、各

種地域特性の一覧表、行政とのツールになるよう

な空間情報をまずつくると。 

 そして、ＧＩＳを利用しまして、複数の災害シ

ナリオをシミュレーションしてみると。そして、

実証方法を検討し、概算費用などを検討していく

と。 

 最終的には、第２期と言いまして、国の社会実

証試験に乗るというところまでを、今回、研究し

ていきたいというものでございます。 

 ４の事業効果ですけれども、①災害時における

重要施設へのエネルギー供給システムの構築。そ

れから、市を舞台とした大学、行政、エネルギー

関連企業などの他分野との連携体制の確立。市民

のより安全、安心な生活の確保といったものでご

ざいます。 

 金額につきましては、２２０万円でございます。 

 続いて９ページでございます。 

 ５２０万円のうち３００万円のものでございま

す。 

 分散型エネルギーインフラ導入可能性調査事業

でございます。 

 背景は、甑島は、国定公園化の取り組みが進め

られており、エコアイランド化に向けて再生可能

エネルギーの導入を積極的に進めていく方針であ

りますが、島での電力需給バランス等を考慮した

場合、どうしても蓄電池等の同時導入等を行う必

要がございます。 

 このような状況を踏まえて、総務省の地域の元
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気創造プランに基づく、分散型エネルギーインフ

ラプロジェクトについて、導入可能性調査事業の

団体に応募しました。そうしたところ、モデル地

区候補地として全国３１団体の中の１団体に選ば

れたものでございます。 

 地球にやさしい環境整備事業でございます。 

 １，５００万円の増額をお願いするものでござ

います。 

 事業概要としましては、創エネ・蓄エネ、省エ

ネ等の設備等を導入する市民等に対しまして、導

入経費の一部を補助するものでございます。  最終的には、全国展開できるようなモデルを構

築しまして、全国実証モデル地区に選定されるよ

うに頑張っていきたいと思っておるものでござい

ます。 

 今年度は、当初見込みより申請が多いため、上

半期と同程度の実績に、消費税率の引き上げによ

る需要増を見込んだ額を補正するものでございま

す。  事業の目的は、甑島における再生可能エネル

ギーの利用拡大のため、エネルギーインフラの強

化と地域エネルギーサービス事業の創出を図るも

のであります。 

 下のほうに、１０月３０日現在の現状が書いて

ありますが、平成２４年と２５年を比べますと、

約１００件ぐらいの、太陽光設備の増が見られて

おりまして、消費税導入による住宅着工件数の増

を聞きますと、今、１．６７倍ぐらいの伸びにな

っているということでありますが、今回は、昨年

同様、１２月から１月まで、このままふえていっ

た場合において、１，５００万円足らないという

ことが目にしましたので、その金額を補正するも

のでございます。 

 事業の概要は、新たなエネルギーインフラの構

築に係る適切な技術選択のための基礎調査を行い、

あわせてＩＣＴ、情報通信技術のインフラの多面

的な利用等において、検討するものであります。 

 具体的な調査項目は、地域エネルギーサービス

事業の実施検討、国の制度に基づく売電収益等に

よる生活サービス事業の実施検討、それから、事

業推進体制の検討というものでございます。  続いて、４番の次世代エネルギー推進基金事業

でございますが、次世代エネルギービジョン及び

行動計画に基づきまして、エネルギーの利活用を

通じた安全、安心、快適なまちづくりの実現に向

け、具体的事業を安定的かつ効果的に推進するた

めに基金を積み立てるものでございます。 

 ４の事業効果ですけれども、本事業の実施によ

り、地域エネルギーサービス会社等の設立が促進

され、①から③の効果が期待されるということで、

地元企業参加による民間資金の活用促進であった

り、地元企業の業種拡大であったり、市民の安全、

安心といったものでございます。  基金積立額は、２億円ということで計上してお

ります。  補正額は３００万円ですが、これは１００％、

総務省の委託事業ということになります。  今の補正分の状況について、下の表にございま

すが、平成２５年４月現在では、２億５９２万

５，０００円でございますが、昨年１２月に２億

円積み立てまして、本年３月に５，２００万円ほ

ど繰り入れるというふうな予定としております。 

 下のほうに図がございますが、甑島の系統は、

下 の ほ う の 丸 で 書 い て あ り ま す が 、 １ 万

４，２５０キロワットのディーゼル発電機があり、

それでつながっているということでございます。 

 通 常 は １ 万 ４ ， ０ ０ ０ キ ロ の う ち 、

４，０００キロぐらいしか扱っていない状況の中

に、自然変動する、例えば大型の風力であったり、

大型の太陽光を入れてしまいますと、どうしても

電池が必要になるといったものでございます。 

 ２億円、今年度積み立てることで、残額として

は３億５，４０２万７，０００円ということにな

っております。 

 以上で、平成２５年度薩摩川内市一般会計補正

予算について、説明を終わりたいと思います。 

 そういったものを需用コントロールするような

ものを、検討していくということでございます。 

 御審査賜りますよう、よろしくお願いします。 

○委員長（佃 昌樹）ここで協議会に切りかえ

ます。  あわせて、島民のニーズの高い見守りサービス

を樹立するような基盤となるのではないかという

ふうに期待しているものでございます。 

～～～～～～～～～     

午後４時４１分休憩     

～～～～～～～～～      以上が、委託料の二つの事業でございます。 

午後４時４８分開議      続きまして、１０ページをごらんください。 
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～～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）それでは、本会議に戻し

ます。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）簡潔に、３点申し上げます。 

 地域防災機能強化に関する共同研究事業につい

て、３点です。 

 まず、今、業務委託で２２０万円、補正予算を

計上されておられますが、これだけの事業という

か、見きわめるのに、２２０万円はちょっと安い

なという気はしているんですが、１点目の質問が、

後々で予算要求をされる計画があられるのかどう

か、これが１点目です。 

 ２点目です。 

 これは、ある意味、ＮＥＤＯもまだやってない。

国に対する強烈なインパクトがあると思うんです

が、国に対するアピールは、どのようなタイミン

グでされようと、今考えておられるのか。これが

２点目です。 

 ３点目、最後です。 

 小型で分散化された再生可能エネルギーネット

ワークというのは、非常に魅力があって。こうな

ると、どうしても欲しいのが、私は小水力発電が

欲しいなと、個人的にはそう思うんですが。その

辺は、一番、本市が普及してない部分であって、

この辺に対しては、どのようなアプローチを考え

ておられますか。または、もう小水力は考えてな

いよとおっしゃられれば、それでよろしいです。 

 以上、３点です。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）それで

は、今の委員の御指摘に、１点ずつお答えいたし

たいと思います。 

 予算要求の関連でございますけれども、今年度、

補正で２２０万円、御提案をさせていただいてお

ります。本格的な共同研究が始まるのは来年度で

ございまして、来年度の必要経費につきましても、

しかるべきタイミングで本会議、それから委員会

等にお諮りをしていきたいというふうに考えてお

ります。 

 一方で、いずれの段階かで、この共同研究の熟

度については、きちんと見きわめをしないといけ

ない。つまり、予算の効率的な使用という観点か

ら、共同研究はやってみたけれども、やっぱり熟

度が上がらなかったということであれば、これは

当然のことながら、その時点で共同研究は終了す

るということも念頭に置きながら、進める必要が

あると思っておりますので、経過については、逐

次御報告をしたいと思います。これが１点目。 

 ２点目でございますけれども、御指摘の国に対

するアピールにつきましては、内々に進めてまい

ります。具体的にはどこなのかという御指摘もあ

ろうかと思いますので、例えば、国土交通省や経

済産業省などには、地域での再生可能エネルギー

の利活用のあり方として、エネルギーと防災を絡

めた使い方の一つの好事例として取り上げていた

だくべく、積極的に働きかけをしていきたいとい

うふうに考えております。 

 時期的には、もう既に、できるだけ早い段階か

ら、上京の機会などをとらまえて、働きかけをや

っていきたいというのが２点目でございます。 

 ３点目でございますけれども、水力発電につき

ましては、現在、東郷で小鷹井堰の実証実験を進

めるべく、準備をしてございます。来年度には、

恐らく機器がお目見えすることになりまして、委

員の方々にも、直接、御視察をいただけるんでは

ないかというふうに考えております。 

 実は、この共同研究の中でも、一つのキーにな

っているのは、小水力発電ということでございま

した。したがいまして、実は、大きく展開するよ

うな余地は、本市には余り多くないんですが、小

水力発電の普及可能性を並行的に追求しながら、

この分散型のネットワークに、小水力発電がどう

いう形で使えるのかということを、適宜考えてい

くといいますか、共同研究会の中で考えていきた

いということでございました。 

 以上でございます。 

○委員（川畑善照）多分、モデルの省熱のヒー

トポンプのハウス、これは駅の東口ですよね。こ

れは、一般に公開されて、半永久的にそこに存在

するのか。我々がちょっと、調査で行ったのは、

地熱を利用したあれで、ハウスをして、１次産品

をつくってらっしゃったんですよね。これは、モ

デルハウスとしてずっとあるんですか。期間は。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）お答え

いたします。 

 モデルハウスは、現時点では役目を大方終了し

た段階では、売却をする方向で検討してございま

す。 

 つまり、将来の財政運営の観点からいきますと、

－54－ 



余り多くの資産を抱えるのはいかがなものかとい

う判断もございますので、普及啓発を行いまして、

一定期間たちまして、その大きな目的が達成でき

たというふうに判断できれば、その時点で資産価

値が余り落ちないうちに、売却をする方向で検討

したいというふうに考えております。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定をいたしました。  以上でございました。 

○委員（川畑善照）おおよそ何年間ぐらいされ

て、本当言うたら、やはり、何か産物でもできた

ら、地場産の何でもできたら、かえってそのほう

がモデルハウスとしていいんじゃないかなと思っ

たものですから。 

 以上で議案審査を終わります。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（佃 昌樹）それでは、所管事務調査

に移ります。 

 当局から、所管事務について報告をお願いをい

たします。 

 そういう方向が。何年間維持されるんですか。

モデルは。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）お答え

いたします。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）特にご

ざいません。 

○委員長（佃 昌樹）委員のほうから、特段御

意見、御要望ございませんか。 

 今の時点で、はっきりというふうに決めており

ませんけれども、一つ、判断となる時期としまし

ては、家ができまして、運営を始めて３年程度と

いうのが、一つの目安になると思います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）委員外議員、ございませ

んか。  その時点で、売却をするのか、今、委員が御指

摘のように、さらなる利活用の方法を考えるのか

ということは、よく考えたほうがいいかなと思い

ます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。 

 以上で、新エネルギー対策課を終わります。 

 御苦労さまでした。  いずれにしても、今の時点では、財政運営の観

点からいけば、いずれかの段階では、売却したほ

うがいいのではないかという判断に立っておりま

す。 

────────────── 

   △委員会報告書の取扱い 

 そこで、閉会に当たり、委員会の取りまとめで

すが、以上で日程の全てを終わりましたので、委

員会報告の取りまとめについては委員長に御一任

いただくことにしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

 以上でございます。 

○委員長（佃 昌樹）委員の方、ほかございま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）委員外議員の質疑を認め

ます。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）御異議ないと認めます。 

 よって、そのように取り扱いをしたいと思いま

す。 

 ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）質疑はないと認めます。  ここで協議会に切りかえます。 

 ここで、時間延長をしたいと思います。 ～～～～～～～～～     

 以上で、議案第１６９号平成２５年度薩摩川内

市一般会計補正予算のうち本委員会分付託につい

て、質疑は全て終了しましたので、これより討論、

採決を行います。 

午後４時５７分休憩     

～～～～～～～～～     

午後４時５９分開議     

～～～～～～～～～     

○委員長（佃 昌樹）ここで本会議に戻します。  討論はございませんか。 

────────────── ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）討論はないと認めます。    △閉会中の継続調査及び委員派遣 
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○委員長（佃 昌樹）閉会中における継続調査

の申し出、それから現地視察の取り扱いについて

なんですが、一括してお諮りしたいと思います。 

 閉会中の継続調査については、お手元に配付の

とおり、議長に申し出ることとし、また現地視察

については、その委員派遣の手続を正副委員長に

御一任いただきたいと思いますが、そのように取

り扱うことに御異議ございませんか。（資料は巻

末に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（佃 昌樹）異議なしと認め、よって、

そのように取り扱います。 

────────────── 

   △閉  会 

○委員長（佃 昌樹） 

 以上で、企画経済委員会を閉会します。 

 本日は、大変御苦労さまでした。 
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閉会中の継続調査について 

企画経済委員会 

（調査事項） 

 １ 企画・情報政策について 

 ２ 行政改革について 

 ３ 地区コミュニティについて 

 ４ 男女共同参画について 

 ５ 広聴・広報政策について 

 ６ 商工業振興について 

 ７ 甑島航路・交通運輸について 

 ８ 企業・港湾振興について 

 ９ シティセールス・観光政策について 

 10 農業・畜産振興について 

 11 林務・水産振興について 

 12 農業・農村基盤整備について 

 13 地域振興施策について 
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